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平成18年９月21日（木曜日）

午前10時０分開会

会議に付託された議案等

○議案第２号 宮崎県総合博物館条例の一部を

改正する条例

○議案第４号 教育関係使用料及び手数料徴収

条例の一部を改正する条例

○議案第６号 教育関係の公の施設に関する条

例の一部を改正する条例

○議案第12号 平成17年度公営企業会計決算の

認定について

○請願第27号 県民文化ホール廃止の延期につ

いての請願

○教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経

営に関する調査

○その他報告事項

・組織犯罪対策の推進状況について

・高齢者の交通事故の現状と対策について

・新駐車対策法施行後の状況について

・台風13号に伴う災害警備対策等について

・第30回全国高等学校総合文化祭京都大会の結

果について

・ 宮崎の就学前教育すくすくプラン（案 」の「 ）

概要について

・ 教職員の服務規律に係る緊急対策会議」の概「

要について

・平成18年度全国高等学校総合体育大会及び全

国中学校体育大会の結果について

・平成18年度国民体育大会第26回九州ブロック

大会の結果について

・北部管理事務所の災害復旧状況について

出席委員（８人）

委 員 長 外 山 良 治

副 委 員 長 湯 浅 一 弘

委 員 松 井 繁 夫

委 員 外 山 三 博

委 員 中 村 幸 一

委 員 蓬 原 正 三

委 員 十 屋 幸 平

委 員 山 口 哲 雄

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

警察本部

警 察 本 部 長 吉 田 尚 正

警 務 部 長 田 畑 勝 己

柄 本 憲 生
警務部参事官兼
首 席 監 察 官

生 活 安 全 部 長 井 上 光 司

刑 事 部 長 石 村 明 朗

交 通 部 長 伊 藤 榮 啓

警 備 部 長 田 﨑 三 男

警 務 部 参 事 官 谷 口 数 雄

椎 康 一
警務部参事官兼
会 計 課 長

柏 田 憲 一
生活安全部参事官
兼 地 域 課 長

総 務 課 長 松 井 宏 益

生活安全企画課長 椎 木 伸 一

少 年 課 長 大 町 正 行

白 方 寛
交通部参事官兼
運 転 免 許 課 長

交 通 規 制 課 長 中 園 雅 夫

教育委員会

教 育 長 高 山 耕 吉

石野田 幸 蔵
教 育 次 長
（ 総 括 ）

前 田 博
教 育 次 長
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（教育政策担当）

福 島 信 雄
教 育 次 長
（教育振興担当）

総 務 課 長 梅 原 誠 史

政 策 企 画 監 満 丸 洋 一

財 務 福 利 課 長 小 田 正 一

学 校 政 策 課 長 飛 田 洋

学 校 支 援 監 白 川 智

特別支援教育室長 渋 谷 弘 二

教 職 員 課 長 谷 村 學

生 涯 学 習 課 長 豊 島 美 敏

スポーツ振興課長 坂 口 和 隆

文 化 財 課 長 米 良 弘 康

人権同和教育室長 遠目塚 勉

企業局

企 業 局 長 日 髙 幸 平

黒 木 郁 雄
副 局 長
（ 総 括 ）

時 庭 伸 次
副 局 長
（ 技 術 ）

総 務 課 長 古 賀 孝 士

経 営 企 画 監 本 田 博

工 務 課 長 桑 畑 則 幸

電 気 課 長 山 潤一郎

施 設 管 理 課 長 相 葉 利 晴

総 合 制 御 課 長 白ヶ澤 宗 一

事務局職員出席者

政策調査課主査 千知岩 義 広

議事課主任主事 大 野 誠 一

ただいまから、文教警察企○外山良治委員長

業常任委員会を開会いたします。

まず、委員会の日程についてであります。お

手元に配付しております日程案のとおりであり

ますが、御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定○外山良治委員長

をいたします。

次に、公営企業会計決算の審査についてであ

りますが、今回、付託を受けました議案第12号

「平成17年度公営企業会計決算の認定につい

て」につきましては、議会運営委員会の申し合

わせのとおり、閉会中の継続審査としたいと存

じます。

本来は、議案の取り扱いを決める際にお諮り

すべきではありますが、今定例会における議案

の審査にかかわってきますので、この際、閉会

中の決算審査の日程について、お諮りをしたい

と思いますが、よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、決算審査の日程○外山良治委員長

につきましては、お手元に配付の日程案のとお

りでよろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定○外山良治委員長

をいたします。

なお、議案第12号は、ただいま決定しました

日程で、細かな審査等を行いますので、今回の

委員会におきましては、執行部からの説明は概

要にとどめることとし、質疑も特に今回行う必

要があるものに限っていただきますようお願い

をいたします。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時１分休憩

午前10時２分再開

それでは、委員会を再開い○外山良治委員長

たします。

報告事項について、本部長並びに関係部長の
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説明を求めます。なお、委員の質疑は、執行部

の説明がすべて終了した後にお願いをいたしま

す。

警察本部長の吉田でござい○吉田警察本部長

ます。委員長初め委員の皆様方には本日の常任

委員会、どうかよろしくお願いをいたします。

まず、説明に入ります前に、先般、延岡市内

を中心に大きな被害を出しました台風13号で亡

くなられました３名の方の御冥福と被災者の

方々の一日も早い復旧をお祈り申し上げます。

今回の台風13号に伴います災害警備対策等に

つきましては、後ほど警備部長から説明をさせ

ます。

現在、本県におきましては、交通死亡事故が

多発いたしております。先月には死亡事故多発

警報が10年ぶりに発令されるということで、極

めて憂慮される事態が続いております。先般も

延岡警察署管内におきまして、お年寄りの方が

ひき逃げされて亡くなるという痛ましい事件が

発生いたしておりますが、県民の皆様の御協力

によりまして、犯人を検挙することができたと

ころであります。

本日から９月30日までの間、秋の全国交通安

全運動が実施されます。御案内のとおり、飲酒

運転の根絶、あるいは高齢者の交通事故防止な

どが重点となっておりまして、私どもといたし

ましても、悲惨な交通事故を一件でも少なくす

るというために努力を続けてまいる所存でござ

います。委員の皆様方におかれましても、引き

続き、御指導、御協力をよろしくお願い申し上

げます。

それでは、本日は、さきに行いました人事異

動によりまして、警察本部執行部に一部変更が

ございましたので、私から、変更となった執行

、部職員の紹介を行わせていただきます。その後

現在の情勢を踏まえまして、お手元にも資料を

お配りいたしておりますが 「組織犯罪対策の推、

進状況について 「高齢者の交通事故の現状と」、

対策について 「新駐車対策法施行後の状況に」、

ついて 「台風13号に伴う災害警備対策等につ」、

いて」の４件につきまして、それぞれ関係部長

から説明・報告させますので、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。

それでは、まず、変更となりました執行部職

員を紹介させていただきます。変更になりまし

たのは１名でございます。お手元にお配りをい

たしております資料１をごらんください。番

号14の交通部参事官兼運転免許課長が新たに加

わったものであります。交通部参事官兼運転免

許課長の白方警視でございます。以上でありま

す。

それでは、組織犯罪対策の推○石村刑事部長

進状況について御報告いたします。お手元に配

付しております資料２をごらんください。

１に記載のとおり、本県における薬物事犯の

検挙は、平成13年の133名をピークに３けた台で

推移しておりましたが、平成15年政府の薬物乱

用対策本部が策定しました「薬物密輸阻止のた

めの緊急水際対策」を受け、関係機関により水

際対策が強化されましたことから、覚せい剤の

供給が減少したことにより、本県においても全

国的傾向と同様、平成15年、16年と２年連続で

、検挙人員が減少をいたしておりました。しかし

平成17年以降、密輸方法の巧妙化による密輸量

の増加等によって末端価格が下がり、覚せい剤

の使用者が再び増加したこと、さらに、本県に

おいても、組織犯罪対策課を発足させて取り締

まり体制を充実強化したことなどから、検挙が

再び増加をしております。なお、本年８月末現

在の薬物事犯の検挙は、覚せい剤事犯が65名
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の77件、大麻事犯が10名の11件、麻薬及び向精

神薬事犯が３名の４件であり、昨年同期とほぼ

同様に推移をしております。

次に、暴力団の情勢ですが、２に記載のとお

、り、県内の暴力団は、本年６月末現在で19組織

約410名を把握しております。これらの県内暴力

団は、すべて神戸に本拠地がある６代目山口組

傘下の３次ないし４次団体であります。

暴力団員の検挙は、３に記載のとおり、本年

８月末現在、覚せい剤事犯、詐欺、恐喝、傷害

などで116名の139件、これは前年同期と比べて

わずかに減少しておりますが、こういったもの

を検挙しております。

次に、暴力団壊滅のための取り組み状況でご

ざいますが、御案内のとおり、本年６月、小林

市内において、県内暴力団の関係者が、県外暴

力団傘下組織の幹部組員を刺殺するという殺人

事件が発生をいたしました。この事件の発生を

契機に、小林市民の暴力団排除意識のさらなる

高揚と、暴力団組織の壊滅を目的として４に記

載のとおり、７月11日、小林警察署に刑事部長

以下62名体制の小林地区暴力団集中取締本部を

設置、同日に刑事部長、小林警察署長はもとよ

り、小林市長、小林市議会議長らが参加して、

小林市中央通り商店街において暴力団排除キャ

ンペーンを実施。８月１日、先ほど御報告しま

した殺人事件に関係する暴力団周辺者３名を

「暴力行為等処罰に関する法律」違反で検挙。

８月５日には、資金源封圧を目的として、小林

市で実施されました名水祭りにおいて、暴力団

関係者が無許可で営業する露天を排除。８月18

日には、小林警察署長らによる飲食店街等に対

する暴力団排除キャンペーンを実施するなどし

ておるところでございます。このような活動の

結果、小林地区における当該暴力団組織の構成

員として警察が認定している組員は、わずかに

組長一人という状態となっております。

次に、プロ野球オールスター戦がございまし

たが、これにおける暴力団排除活動の実施につ

いてであります。本年７月23日、サンマリンス

タジアム宮崎で開催されましたサンヨーオール

スターにおいて、暴力団の資金源となっている

ダフ屋の横行や暴力団と関係の深い悪質私設応

援団等の違法行為が予想されました。そこで、

宮崎南警察署に取締本部を設置し、捜査員41名

による取り締まりを実施した結果、ダフ屋及び

悪質応援団による違法行為の発生はありません

でした。また、暴力団排除意識の高揚を図るた

め、観客席や会場周辺に暴力団排除の標語を記

載した横断幕、のぼりを掲示するとともに、宮

崎県暴力追放県民会議及び宮崎南地区暴力団等

追放協議会の会員の協力を得まして、来場した

観客に標語入りティッシュを配布するなどの

キャンペーンを実施したところでございます。

今後も、警察組織の総合力を発揮して、組織犯

、罪対策を推進してまいる所存でございますので

御支援をよろしくお願いいたします。以上であ

ります。

次に、高齢者の交通事故の現○伊藤交通部長

状と対策について御説明いたします。お手元の

資料３をごらんください。

初めに、１の本県の高齢化等の状況について

であります。

本県の高齢化率は、平成17年10月現在、県人

口の23.5％を占め、全国平均を2.5ポイント上

回っています。高齢者の運転免許保有者は、本

年７月現在、約12万8,000人で、全保有者の16.8

％を占め、高齢者の2.1人に１人が免許を保有し

ている状況です。過去10年間の高齢者の運転免

許保有状況を下段のグラフにあらわしておりま
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すが、平成８年は約７万1,000人であったのが、

平成17年には約12万5,000人と約２倍近くに増加

いたしております。

次に、２の高齢者の交通事故の現状等につい

てであります。

（１）は、過去10年間の高齢者関与の交通事

故の推移で、高齢者が被害者あるいは加害者と

なった場合の交通事故をあらわしています。赤

色の折れ線グラフをごらんください。平成８年

に939件であったのが、平成17年には2,851件

と10年間で約３倍に増加しております。次に、

、青色の折れ線グラフをごらんください。これは

高齢運転者の事故で、いわゆる高齢運転者が第

１当事者となった事故の推移であります。平成

８年は377件でしたが、平成17年には1,539件と

約４倍に増加しております。高齢化の進展に伴

い、交通事故も大幅に増加していることがおわ

かりになると思います。

次に （２）の本年の高齢者関与の交通事故等、

の発生状況についてであります。本年７月末の

件数と昨年同期の件数を表にしております。全

体の交通事故の発生件数と負傷者数につきまし

ては、若干減少していますが、高齢者関与の事

故はプラス13件と増加しております。また、死

者数につきましては、総数で10人、高齢者が１

人それぞれ増加しており、依然として高齢者の

占める割合が45.3％と高い状況にあります。主

な原因としては、運転者の安全不確認、動静不

注視等が挙げられます。

次に、３の交通事故防止対策であります。

、高齢者の交通事故の発生状況を踏まえながら

（１）の高齢歩行者、自転車対策としては、高

齢歩行者教育システムを使用した参加・体験・

実践型の交通安全教育、高齢者宅を訪問しての

個別指導、交通安全情報交換や一口アドバイス

等を目的とした交通安全シルバー連絡所の運用

を図っているところであります。

次に （２）高齢運転者対策としましては、交、

通安全教育車を使用した交通安全教育や街頭指

導、免許更新を控えた高齢者を対象にした高齢

、者講習の充実や高齢者マークの普及促進、また

加齢に伴う身体機能の低下等により運転に不安

を抱える高齢者を対象に、運転免許の返納制度

を推奨しているところであります。

（３）交通環境対策としましては、高齢者等

感応化信号機の整備、道路標識等の大型・高輝

度化を図り見やすくするとともに、本年度から

新規事業として予算が認められた「高齢者のた

めの信号機新設整備事業」により、３カ年計画

で22基の信号機を整備してまいります。また、

高齢者の居住実態や活動実態に応じたシルバー

ゾーンの見直しを行い、高齢者に優しい道路環

境の整備に努めているところであります。

終わりに、４の今後の目標であります。

第８次宮崎県交通安全計画では、平成22年ま

でに年間の交通死者数を61人以下、死傷者数を

１万１,000人以下にするという目標を掲げてお

り、関係機関・団体との連携を図り、目標達成

に向けて全力を傾注していく所存であります。

次に 「新駐車対策法」施行後の状況について、

御説明いたします。資料４をごらんください。

まず、１の効果についてであります。

初めに （１）の瞬間路上駐車台数であります、

が、委託署であります宮崎北警察署の駐車監視

員活動ガイドラインに定めております最重点路

線 これは、高千穂通り及び国道10号の総延―

長1,400メートルの路線でございますが これ―

につきまして、各調査日の午前11時現在の駐車

台数を示したものであります。調査は、施行前

につきましては、５月29、30日の２日間、施行
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後につきましては、６月中が１、２、５、23、

26の５日間、７月中が10、19、26の３日間、８

月中が11、21の２日間の合計10日間それぞれ実

施をいたしております。運転者が現場にいない

放置車両につきましては、施行後の平均台数

が2.4台と施行前に比較しますと、平均15.6台減

少し、減少率がマイナス86.7％と、かなり減少

いたしております。一方、運転者が乗車してい

る非放置車両につきましても、施行後の平均台

数が6.4台と施行前に比較しまして平均2.1台減

少しておりますことから、新法施行の効果が見

られるところであります。

次に （２）のパーキングメーター稼動状況で、

ありますが、平成18年６月１日から同年８月末

までの３カ月間の利用台数を示したものであり

ます。この３カ月の利用台数は１万4,155台であ

り、対前年比745台増加し、増加率もプラス5.6

％であります。また、１基１日当たりの平均利

用台数につきましても、2.96台と対前年比0.15

台と増加しておりますことから、やはり新法施

行の効果が見られるところであります。

続いて、２の放置車両の確認状況についてで

あります。

この表は、平成18年６月１日から同年８月31

日までの３カ月間の放置駐車違反の取り締まり

状況を示したものであります。県下で放置車両

として標章を取りつけたものは、1,111件であり

ます。そのうち、確認事務の民間委託を実施し

ている宮崎北・宮崎南両警察署の標章取りつけ

件数は857件で、県下全体の77.1％を占める状況

であります。その内訳を見てみますと、駐車監

視員が取りつけたものが539件、警察官が取りつ

けたものが318件でありまして、その割合は、委

託署全体を100としたときに、駐車監視員が62.9

％、警察官が37.1％となっております。以上で

新駐車対策施行後の状況についての報告を終わ

らせていただきます。

委員の皆様には、今後とも、交通安全対策の

推進につきまして、御理解と御支援、御協力を

賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

以上であります。

最後に、台風第13号に伴う災○田﨑警備部長

害警備対策等について、御報告いたします。資

料５をごらんください。

まず、１の警備態勢についてであります。

県警では、今回の台風接近に伴い、17日午前

７時から情報の収集・連絡態勢をとったところ

であります。さらに、気象台から｢本県は正午前

後に暴風域に入る」との情報を得ましたので、

午前10時に本部機動隊・管区機動隊員を警察本

部に待機させたほか、県内全域に大雨洪水警報

が発令されました午前11時44分に災害警備本部

を設置し、各警察署を含め最大時約950名の災害

警備態勢をとったところであります。また、装

備資機材につきましても、本年度予算で整備さ

せていただきましたリース契約によるボート２

艇を警察本部に事前配置するなど、有事に備え

たところであります。

次に、２の主な災害警備活動等についてであ

ります。

御案内のとおり、今回の台風では、大規模な

浸水被害や土砂災害の発生はありませんでした

が、突風による被害が発生し、特に、延岡市内

の竜巻による被害は甚大なものでありました。

そのため、竜巻が発生した時間帯には列車の横

転事故発生の通報や負傷者の救助要請など、45

分間に40件の110番通報を受理したほか、加入電

話でも多数の通報・要請があったところであり

ます。延岡警察署では、警察車両による負傷者

の搬送や負傷者を搬送する一般車両の先導を
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行ったほか、被災現場付近や信号機が作動しな

くなった主要交差点などにおいて、交通規制や

交通整理を行い、交通流の確保に配意したとこ

ろであります。また、地域安全対策につきまし

ても、被災地における窃盗事件などの犯罪被害

を防止するため、パトカーなどによる重点警戒

を実施しているところであります。そのほか、

列車横転事故につきましては、国土交通省事故

調査委員会と連携をとりながら捜査を行ってい

るところであります。

続きまして、３の警察施設の主な被害状況に

ついてであります。

、まず、交通安全施設の被害状況でありますが

信号機につきましては、倒壊１本、信号制御機

基盤の損傷３カ所、滅灯、これは信号機がつか

なくなったところでありますが、24カ所などの

被害が発生いたしました。いずれも、18日午後

７時20分までには復旧あるいは仮復旧いたして

おります。なお、一時停止標識等の規制標識の

損壊につきましては、延岡市内で、現在30本の

被害を確認しておりますが、引き続き、調査中

であります。

次に、警察の一般施設の被害についてであり

ます。特に被害が大きかったのは、延岡警察署

の山下職員宿舎であります。この宿舎は３棟あ

りまして、27世帯65名が居住しております。ま

、ず、人的被害でありますが、２世帯の大人１人

子供４名が割れた窓ガラス等で頭や腕などにけ

。がをしましたが、いずれも、軽傷でありました

次に、物的被害でありますが、窓ガラス210枚

中99枚が破損したほか、室内の壁、家具、電気

製品などに相当の被害が生じております。その

状況につきましては、資料の最後に写真を添付

しておりますので、ごらんいただきたいと思い

ます。上の方に｢山下職員宿舎Ａ棟」という写真

を記載しておりますけれども、これは２階ベラ

ンダの状況であります。写真中央に写っていま

す白い網目模様のもの、これはフェンスであり

まして、宿舎用地の外周に設置してあります外

さくフェンスの一部、これが突風でもぎ取られ

て吹き上がったものであります。下の写真は室

内の状況であります。

以上、災害警備の状況について御報告いたし

ましたが、県警としましては、今後懸念される

地震、津波なども視野に入れまして、関係機関

との連携強化を図り、装備資機材の充実、ある

いは実戦的な訓練による救助活動の向上など、

いかなる災害にも対処し得る体制づくりに努め

てまいりたいと考えております。以上でござい

ます。

、○外山良治委員長 説明が終了いたしましたが

報告事項についての質疑はございませんか。

高齢者の交通事故の件で、先○外山三博委員

ほど説明の中で３番の（３ 、ここのアに「高齢）

者等感応化信号機の整備」というふうにありま

すけど、これは具体的にはどんな信号機なんで

すか。

感応化信号機は、高齢者が横○伊藤交通部長

断歩道を信号によって渡るわけですが、それを

非常に渡りやすいようにということで、いろん

な面からいろんな付加価値をつけていて、１つ

は、音声で案内をする、それから横断時間を長

くする、そういったものをつけたやつが高齢者

用の信号機ということでございます。

そして、今さらに、これは高齢者が持ってお

られる発信機があるんですが、将来的にはこれ

を押すことによって、通常は普通の信号作動で

すけど、高齢者の方が渡るときは、横断時間が

ちょっと長くなると、そういったものまででき

る信号機を言います。以上です。
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これはまだ設置はしてないん○外山三博委員

でしょう。

一部設置をしているところが○伊藤交通部長

ございます。今、市内等を中心にですが、

、ちょっと基数はわかりませんですけども、実際

今、設置をもう既に終わっているところもござ

います。

現在、県下で高齢者等感○中園交通規制課長

応化信号機は46カ所設置しております。

これはどういうところから設○外山三博委員

置をされていくんですか、優先順位。

これは信号機と共通する事項○伊藤交通部長

でございますけれども、まずは、交通の実態に

沿うような配置をしないといけないと。特に、

高齢者の場合は、高齢者の方がよく利用される

施設の近くでありますとか、高齢者の居住実態

の関係でありますとか、いわゆる高齢者の実態

に合わせたような場所で信号機が必要だという

ふうに判断しまして、それで設置をしていくと

いうことにしております。やはり高齢者の方が

よく利用される施設付近には、この高齢者用の

信号機をそれぞれ設置していくということで考

えております。

高齢者がどこにおられるか、○外山三博委員

施設があるところはわかるんですが、例えば、

宮崎市で言うと一番横断の数が多いのは、多分

。デパートの前の交差点だろうと思うんですがね

あそこは設置してあるんですか。

はい、デパート前はつけ○中園交通規制課長 ※

ております。

それからもう一点、同じとこ○外山三博委員

ろの下に 「シルバーゾーン」の見直しというの、

。が書いてあるんですが、私は、認識不足で……

道路のシルバーゾーンを、もうちょっと具体的

に説明してもらえませんか。

シルバーゾーンにつきまして○伊藤交通部長

は、もう既に、随分前から実際はやっているわ

けでございますが、初年度が昭和63年から実施

が始まっております。現在まで県内で、重複し

まして２回目、３回目指定をして充実を図った

ところもありますので、現在は実施地区が34地

区にふえております。シルバーゾーンを指定し

ますと、その中で、特に高齢者の方の歩行の安

全でありますとか、今、出た信号の設置であり

ますとか、あるいはラインを引くについても見

やすいラインにするとか、標識を見やすいやつ

にするとか、そういった高齢者に向けた規制あ

るいは標識等の設置をこのゾーンを中心に重点

的にやっていくということで、シルバーゾーン

を設定しているわけであります。それで、同じ

地区でありましても、初年度終わらせてもまだ

不十分だという場合は、翌年も再度指定をしま

して充実を図っていくということであります。

このシルバーゾーンというの○外山三博委員

は、道路があって、その道路の点じゃなくてあ

る範囲を指定するんですか。

今、委員おっしゃるとおり、○伊藤交通部長

面の関係ですね。ですから、一番いいのは面積

で大体うちの場合あらわすんですが、２平米で

あるとか、0.1平米であるとか、例えば、何々地

区に高齢者の方が非常に多いと、高齢者の歩行

等も多いと、道路環境整備していかなければ非

常に危険な状況が出てくるという場合は、その

地区全体を指定してしまう。そして、その地区

全体を見ながら、交通ルート、安全な通行を確

保する上でいろんな規制関係をかけていく、あ

るいは規制標識をつけていくということでやっ

ております。

これは標識というか、標示か○外山三博委員

※９ページに訂正発言あり
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何か当然ないと、車の運転、ドライバー、それ

からそこにいる、通る人が認識しないとあんま

り意味がないですね。わかるような何か標識・

標示があるんですか。

おっしゃるとおり、例えば、○伊藤交通部長

防犯モデル地区でありますとか、ああいうのは

標示がありますが、 このシルバー地区という標※

示をすることについてどうかという、実は反対

意見等もあるわけです。何かそこに入るとシル

バー地区だからと、例えば、犯罪予防の面から

、しますと、果たして、それでいいのかと、逆に

そういうような標示はもうやめてくれと、そう

いうような意見もあるもんですから……。しか

し、おっしゃるようなことで、一応、その地区

につきましては、特に高齢者の方の交通安全に

気をつけてくださいと、高齢者が多いですから

、気をつけてくださいと、そういう意味での広報

アピールはしていかなければならないとは考え

ておりますけど。

今聞いて、確かに言われるよ○外山三博委員

うに、標識がないから私なんかも知らなかった

と思うんですよね。しかし、せっかくこういう

ゾーンを指定をするならば、どういう方法がい

いかは別として、少し今後の問題として検討さ

れて、何らかの形である程度の認知をすること

がないと意味がないと思うんですよね。今後の

問題として検討いただきたいと思います。

委員、済みません。私、○伊藤交通部長

ちょっと理解不足で……。シルバーゾーン標識

というのが一つありまして、これを設置するこ

とにはなっていますが、しかし、これは見たこ

とないとおっしゃいますから、十分でないこと

がわかりましたので、もっと知らしめる方法も

やらないかんと考えております。よろしくお願

いいたします。

。○中園交通規制課長 先ほどの訂正いたします

デパート前信号機は、高齢者等感応化信号機は

ついておりません。つけたい場所ではあるんで

すけれども、交差点の規模が大きすぎるという

理由からつけておりません。

資料４ですが、放置車両の件です○蓬原委員

が、非常に効果が上がっているということで、

すばらしいと思うんですが、これに対して、何

かトラブルあるいはクレーム、あるいは利用者

と言っていいかどうか知りませんが、一般の方

からの要望みたいなものは具体的に何か上がっ

てきたかどうか、あれば教えてください。

先日の一般質問、代表質問等○伊藤交通部長

、でも本部長が回答した分もあるんですけど、今

端的に、具体的な要望というのは警察に対して

は、今のところ上がっておりません。ただ、こ

れが実施される前には、非常に業務に支障が出

ることを懸念していると、そういった意味での

話は出ておりましたけど、これを実施した以降

は具体的な要望等については、今、出されてい

るのはありません。ただし、要望としては出て

おりませんけど、いろんな声として、こうして

ほしいとか、あるいはこういうところはこうし

てほしいというのは警察署あてにも来ておりま

すので、そういった意見を十分聞きながら、適

正な運用というのに努めてまいりたいと考えて

おります。以上であります。

ありがとうございました。○蓬原委員

資料５についてですが、列車の横転事故がご

ざいました。参考までにこれをお尋ねしておき

ますが、捜査ということですが、国土交通省と

連携ということですけれども、道路の場合は、

道路交通法があって警察の捜査というのがある

と思うんですが、鉄道の場合は、どういう法に

※このページ左段に訂正発言あり
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基づいてやるのかということと、飛行場で例え

ば事故があったりしますね。これは別なやっぱ

り国土交通省の関連の捜査というか、調査が入

るわけですが、そういう場合も、もし宮崎空港

で何かあった場合は、警察というのはこの列車

と同じように、飛行機の事故ということで何か

捜査に入るとかそういうことがあるんですか。

そのときの法の罰則というのはどうなっている

。んですか。参考までにちょっと尋ねておきます

お尋ねの列車の場合、考えら○石村刑事部長

れますのは、業務上過失傷害ということが考え

られます。これはマニュアルどおりであったか

とか、そういう危険性が予知できたかとか、そ

ういったことに基づいて捜査をしていくという

ことになります。

、航空機事故についても同じことでありますが

関連する法律としては、いろいろ航空法違反と

か、そういうのが出てくる可能性はあると思い

ます。以上でございます。

わかりました。○蓬原委員

あと一つお願いします。資料３についてであ

りますが、今後の目標で、第８次宮崎県交通安

全計画の目標、死者61人と非常にシビアな数字

が出ておるんですが、１人って何か物すごく計

算してやったシミュレーションの結果で出た数

字なんですか。ちょっとそこ、61という数字を

教えてください。

今、委員おっしゃるように、○伊藤交通部長

過去の実態、これを踏まえまして、これから推

計を出しておりますので、非常に半端な数字で

ありますが、私にとっては非常に厳しい61とい

う数字が出ているわけです。

それと、死傷者数につきましても、過去の実

態等踏まえまして計数を出しまして、この程度

という数字で１万1,000というのが出ております。

わかりました。○蓬原委員

、それと、交通事故防止についてでありますが

。ここに高齢者の歩行者、自転車対策とあります

高齢者になりますと、逆に、自動車が危ないと

いうことで、元気な御老人は自転車を利用して

いろいろ行動されるという実態があるわけです

ね。これからますますふえていくと思います。

この前、私は、地元で、三股町ですけれど

、も、87歳の元気なおじいちゃんがおられまして

「いつか時間がないか、出てこい」ということ

でございましたので、自転車を積んでいきまし

て、そのお宅から都城をずっと回って、県道と

市道、町道でしたけれども、その自転車に乗る

という視点からずっと一緒に連れていかれたわ

けですが、そういう目でいきますと、やはり段

差だとか標識の関係とか、いろんなところ、指

摘されると危ないところというのがいっぱいあ

るわけですね。我々、車で見ていますから気づ

かなかったということがかなりあるんですけれ

ども、そういう意味で、具体的にきょうは余り

申し上げませんが、そういう自転車、特に高齢

者がこれから利用者がふえるだろうという見込

みの中で、そのあたりのいわゆる道路管理者と

の関係ですよね。そのあたりの連携というもの

をかなり綿密にしてやっていただかないと、

ちょっとしたことから転倒したり、事故がふえ

るんではないかなということを感じたので、そ

のあたりの道路管理者との連携を強くしてほし

いということと、具体的に１点ほどお尋ねしま

すが、１つは交差点ですよね。交差点で横断歩

道があります。あるところにおいては自転車用

のが横断歩道に沿ってありますよね。横断用の

自転車はここを通りなさいというのがあるんで

すが、あるところとないところ、当然、ないと

ころの方が多いと思うんですが、この実態です
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よね。なきゃいかんのか、それとも横断歩道を

渡ったらいかんのかということなんですが、ど

うなっているんですかね。そのあたりの考え方

を教えてください。

２点のお尋ね。まず、最初の○伊藤交通部長

道路管理者の関係ですけど、これは定期的にあ

るいは随時、警察署を含めて規制関係の会合等

を持っておりまして、いろんな要望とかそうい

うようなものをお伝えしたり、あるいは警察側

からお願いをして、危険箇所の少しでも除去に

配意してくださいということは努めて連絡等を

とっおりますので、今後とも連絡会議等を密に

していきたいというのが１点であります。

それと、２点目の横断歩道の自転車通行の件

でございますが、おっしゃるように、横断歩道

には自転車通行帯というのが両側についている

のもあれば、ないのもあります。これは道路環

境によって設置ができる場合とできない場合が

ございますので、ついておろうとついてなかろ

うと横断歩道は渡れるわけです。ただし、厳格

に申し上げますと、自転車で横断歩道を渡る場

合は押していただかなければならない。ところ

が、今、見ておりますと、自転車がそのまま

すっと通っております。これは法上はちょっと

いけない。押して渡ってくださいということの

指導をしておりますので……。また、先生、今

度は高齢者の方に指導されるときは、押して

渡ってくれということでよろしくお願いいたし

ます。

あと２点ほどお尋ねしますが、と○蓬原委員

いうことは、自転車通行帯というのは、横断歩

道に沿っているものについては、乗って通って

もいいということですね。

それと、例えば、県道がありますが、歩道の

大きいのがついています。歩道のその脇に側道

というんでしょうか、白線が引いて、これは道

路構造令に基づいていると思うんですが、大変

狭いところがあって、当然、広い歩道の上を人

は歩きますが、自転車も通っていいのかという

ことですね。通る場合に その御老体がおっ―

しゃるには、そこは例えば道路があれば、片側

だけしかそれがついてないんですね、 両側につ

いてない。したがって、自転車も通っていいと

、なるとすれば、車は当然こう行きますけれども

自転車もここを通るというわけです。ここは左

側・右側通行が徹底されてないので、人と自転

車がぶつかる、あるいは自転車と自転車がぶつ

かると、特に、高校生がいるところというのは

御老人はゆっくり行きますから、非常に早く来

るんで危ないと、大変な事故が起きる可能性が

あるよと言われるんですが、歩道は自転車が

通っていいのかということと、そこの交通ルー

ルですね。いわゆる左側通行、右側通行、どう

なっているのかということですね。聞かれまし

て、私、答えられなかったもんですから……。

簡単なようで一番難しい問題○伊藤交通部長

であります。実は、混在して通行しているとこ

ろが実態でありますので、それで自転車通行中

の事故というのは、それが原因で実際発生して

いるところです。

質問の内容で歩道を通っていいのかという話

ですが、これは１つは、原則は歩道ですので、

軽車両等も通れません。しかし、宮崎市内等見

ていただきますと、自転車マークと歩行者と両

方併用でいいですよというのがあります。これ

は歩道であっても自転車で通行してもいいです

よと、これはある程度通る幅がなければ、なか

、なかそれはできないだろうと思います。それで

歩道を通らずに、歩道はいわゆる歩行者だけだ

から、いわゆる通行帯、下の車道を通りなさい
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と言うと、非常に危険な場合がありますので、

そこのところは、安全に気を配りながら歩道を

通っていただいても、警察としては、それなり

の指導はいたしますけれども、そこまでは警察

は求めておりませんので……。

ただ、これは道路環境の問題です。今、おっ

、しゃるように、自転車も安心して通行できる幅

歩行者が安心して通行できる幅をつくっていた

だきさえすれば、この問題は解消すると思うん

ですけど、その問題がまだ今後ともありますの

で、安全に気を配りながら歩道を使っていただ

くと、原則、歩道は歩行者のものだということ

は言っていただいてもいいんじゃないかと思い

ますので、よろしくお願いします。

交通規制課長さん、訂正か○外山良治委員長

補足説明ありますか。

いや、ありません。○中園交通規制課長

あと、最後の１点です。黄色の信○蓬原委員

号ですよね。青から黄色に変わりますが、黄色

信号の考え方というのは、我々はどうとらえれ

ばいいんでしょうか。青からぽっと黄色に変わ

るわけですが、青かと思っている直前に黄色に

なる。黄色はとまれなのか、入っていいのか。

今まで議論があったかもしれません。というの

は、なぜこういうことを聞くかといいますと、

例えば、国道10号線という大きなメーンの道路

があります。それに付随している２次的な

ちょっと広い道路があると、当然、10号線が長

。いわけですね。あるときにぽっと青になります

やっと行けたと思っていく場合、右折する場合

、ですね。青が続いて黄色になります。ところが

黄色の時間というのはわずか２秒ぐらいしかな

いところというのが現実にあるんですよ。そう

しますと、黄色になっても入ってくるもんだか

ら、右折は結局１台ぐらいしか行けない。後ろ

には車が物すごくたまってしまうということが

あるんで、その黄色信号の考え方というのは、

どう考えればいいかなというのを明確に教えて

いただきたいと思います。

これは昔からある問題で、黄○伊藤交通部長

色だ、赤だという話になるんですが、信号機か

らしますと黄色はとまれなんです。ただ、黄色

は何であるかと、今おっしゃるように、交差点

に一部入っておったという場合 「早くでなさい、、

黄色の期間中に出なさい」という趣旨で、黄色

の点灯になるわけですね。ですから、今は「黄

色だから早く通れ」と 「黄色で赤になるからは、

よ通れ」と言っていますが、これが追突事故や

ら出会い頭の事故につながっておりますの

で……。通っていいのは青信号だけです。黄色

と赤はとまれですよ。ただし、交差点に入って

おった場合は、急いで交差点を出なさいという

意味で黄色信号をとらえてもらえばいいのかな

と思うわけです。大体、黄色は３秒間です。で

すから、信号待ち、右折待ちで待っている車も

黄色になってからでも十分交差点は出られる時

間があるんじゃないかなと思いますけど。黄色

はそういう趣旨でございますので、よろしくお

願いします。

ということは、原則３秒というこ○蓬原委員

とですから、場所によっては、交差点の状況に

よっては、それが長くしてあるところもあると

いうわけですね。

おっしゃるように、交差点は○伊藤交通部長

それぞれ状況違うもんですから……。広い交差

点、あるいは狭い交差点ってありますが 原―

則でいきますと、やはり３秒でセットはしてあ

りますので、３秒です、広いところも……。で

すから、黄色のときに交差点に入っていただく

と交通が非常に混雑しますし、事故が起こりま
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すので、黄色になったら、やはり原則とまると

いうのを守っていただければ、あの交差点の渋

滞なり、そういったものは解消できるんじゃな

、いかなと思うんですね。ですから、黄色信号で

今おっしゃるように、とまっていいのか、進ん

でいいのか、急いで出ないといかんのかという

ことで考えられる人もおるんですけど、やはり

黄色もとまれだと、赤はもちろんとまれですけ

ど、そういう趣旨で、警察としては、今、指導

。をしているという実態でございます。以上です

。○蓬原委員 これは質問じゃないんですけどね

現実に都城にもあるんですが、非常に短いもん

ですから、結果として、曲がれるのは１台か２

台しかないと、ですから、並んだ車というのは

信号が３回ぐらい変わっていかないと、結果的

に右に行けない。右折がないもんですからね、

右折の青があればいいんですけど。そういうと

ころがあるということを、 きょうはここま―

でにしておきたいと思いますが 申し上げて―

おきたいと思います。

ちょっと２～３教えてほしいんで○十屋委員

すけど、資料２の薬物事犯の欄ですが、先ほど

の説明ですと、平成13年度は３けたであっ

て、15年、16年減って、取り組みの成果だと思

うんですが、その中で価格の低下というのが

あったり、持ち込む工夫を相手さんは相手さん

なりに工夫されているみたいですけど、その中

で、価格が下がることによって、そういう今ま

で手を染めなかった人たちがいたと思うんです

が、そういう広がりといいますかね、そういう

のは現実として、主婦層なり学生さんなり、そ

の辺に広がっていっているのかどうか等を

ちょっと教えていただきたいんですけど。

確かに、価格の低下がその一○石村刑事部長

因であります。さらに、最近の特徴としまして

は、例えば、インターネット等を通じてそうい

う取引が多くなったり、あるいは宅配での売買

といいますか、そういうもの、あるいは海外か

ら留学生等が持ち帰るといったようなことが多

くなっていることもございます。以上でござい

ます。

人が運んだりする分では水際でと○十屋委員

めることができるんですけど、宅配にしろ、

ネットで購入する場合は、何かそういう手が打

てるんですかね。

捜査の端緒としてインター○石村刑事部長

ネット等の監視もしておりますし、あるいは関

係機関、例えば税関だとか海保とか、そういっ

たところと協議も重ねておりますし、連携は密

にしているところでございます。

宮崎でも一度、ＡＬＴか何かが持○十屋委員

ち込んで大麻か何か所持したのがありましたよ

ね。去年だったか、ことしですかね 教育委―

員会の関係でＡＬＴの方が持ち込んで、それで

逮捕されたという事件がありましたよね。ああ

いう場合に実際宮崎でも起きていて、そこが抜

けてきてしまったというのはどこかに原因があ

るんでしょうけど、そういう税関とか海外から

持ち帰る場合に、何かやっぱり見落としてしま

うというのがどうしても出てくるんでしょうか

ね。

水際対策を強化と言いまして○石村刑事部長

、も、これ、完璧にやれるものではありませんし

最近の経済交流の状態とか、海外との交流の状

態とかありまして、取り締まりを強化をしてお

りますし、新たなコントロールドデリバリーと

いう方式等々、警察においても、捜査手法をい

ろいろ検討しておりますが、やはりそれで完全

に密輸入といいますか、供給を遮断するという

ことはなかなか難しいんではないかというふう
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に思っています。

ぜひ少しでも、目標値を設定され○十屋委員

てどの程度にされるのかわかりませんが、しっ

かり取り締まってほしいと思います。

それから、もう一つ、資料４のパーキング

メーターについてちょっと教えてほしいんです

が、これの使用時間ですよね。

それと、この料金が入って、どういう会計処

理されるのかが１つと、私、８時過ぎごろに一

回とめようと思ったら、作動してなくて、とめ

られなかったんです。そこにもしとめちゃった

ら多分駐車違反になるんだと思うんですけど、

そのあたりの関係はどうなるのかなと思ってた

んですが、そのあたりちょっと教えてもらえま

すか。

パーキングメーターの関係で○伊藤交通部長

ございますけど、これは実は、大体昭和62年か

ら運用が始まっておるわけでございますけど、

正月の三が日を除きまして、午前９時から午後

８時までの間、この間に運用しているというこ

とでございます。

それで、17年度はパーキングメーターの収納

額というのが1,032万ほど上がっております。委

託費とほぼ同額ぐらいが上がっております。た

だし、先ほど報告申し上げましたけど、６月１

日からは利用がふえておりますので、ことしは

これより多くの収納額になるんじゃないかとい

うふうに考えております。以上です。

パーキングメーターにつきまし○椎会計課長

ては、パーキングメーター監視員というのが３

名ほどおりまして、見られたことはあると思い

ますが、監視員が集金をしております。これを

金融機関で収納して、県の歳入となっておると

いうところでございます。

多分、私、毎朝通ってくるときに○十屋委員

何号館の前ですかね、あそこも朝９時前後でグ

レーの服を着た方が集金されているんで、その

方だと思うんですけど……。先ほどの利用時間

が午前９時から夜８時までというと、非常に中

途半端な時間かなと思って ８時からちょっ―

と町にとめて夜歩こうかなと思うととめられな

い、となってくると、非常にそこのところが使

いづらいんで、正月は別にして、その延長はで

きないのかですね。そのあたりはどうなんで

しょうか。

時間につきましては、先ほど○伊藤交通部長

申し上げましたように、非常に終わりの時間が

早いんじゃないかと、これはパーキングメー

ターそのものが、やはり通行量の多い時間帯に

少しでも、一時的に駐車を可として車をとめて

いただいて所用を済ませていただくと、そうい

う趣旨であのパーキングメーターを設置をして

いると、それから考えますと、これ、深夜時間

帯までいいじゃないかということも委員はおっ

しゃりたいところでございましょうが、趣旨か

らしますと、やはり現在の時間帯の運用という

ことになろうかと考えております。以上です。

例えば、ほかの県もやっぱり同じ○十屋委員

なんですか。今、言われる使用目的といいます

か、そういう忙しい時間だけはそこを便宜上使

うと。でも、よく見ると２車線あったりして結

構通れるところがあるので、そのあたりがもう

少し緩和できれば、逆に言うと、先ほど中村委

員が心配されていましたが、飲酒運転はそれで

されるかされないかは別にして、収納率も上が

るのかなという、収納率といいますか、料金も

ふえてきて、逆に、いろんなので使えるのかな

というふうに思うんですが、私も友人と食事を

して、友人は飲まない彼ですから、そのまま運

転して帰ろうとしたんですけど、８時でとめら
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れないのは非常に不便だよねという話だったん

ですよね。もし検討いただけるのであれば、10

時か12時ぐらいまでに延ばしていただくと、逆

に言うと、非常に町の活性化にもつながるのか

なというふうに思うんですけど。

よくわかりました。そのあた○伊藤交通部長

り検討させてください。各県の状況等もありま

すもんですから、それで……。今、これ１時間

が200円でやっております。どうしても８時とい

う時間帯はちょっとの延長も必要かなというこ

とも考えておるんですけど、今度は一般の駐車

場との兼ね合いも出てくるもんですから、｢パー

キングメーターがなければうちの駐車場に入れ

たんではないか」と 「いつまでも……、８時以、

後するな」という意見があるのもこれは事実で

ございまして、その辺との兼ね合いもあるもん

ですから、十分検討はしていかなくてはならな

いとは考えておりますので、よろしくお願いい

たします。

、○中村委員 薬物事犯についてでございますが

実は、私は、もうかれこれ25年ぐらい保護司を

いたしておりまして、議員になる前からなんで

すが、いわゆる薬物で保護観察処分になった事

案を何件も受けておるんですが、とにかく一回

やった連中は、何回も保護観察処分になって

帰ってくるという状況なんですけどね。ただ、

。保護司と警察の間での連絡が何もないんですね

保護観察処分で１カ月に２回ずつ来なさいとい

うことで来ているんですが、｢やってないだろう

な｣、｢どういう生活をしているか｣、｢どこに勤

めているか｣、｢友達は……｣というようなことを

全部聞いているんですけど……。ところが、監

視しているわけにいきませんので、いわゆるも

う手を出しておるんですね、来ないな、来ない

なと思って連絡とっても連絡つかない、それで

もう逮捕されておるわけですよ。逮捕したら逮

捕したということで保護司に連絡をいただけれ

ばいいんだけど、全くない。そしてまた、例え

ば、どういう状況ですかということあたりも綿

密に連絡をとった方が再犯を防ぐ一つの防波堤

になるのかなという気がするんですが、全く保

。護司との関係はとっていらっしゃいませんよね

今から保護司と警察の薬物関係のことは、その

ほかの部分もそうですけども、今、Ａさんが殺

人事件を刑期を終えて保護観察処分になってい

。るというのは警察でわかっているはずですよね

そしたら、どうなのかということの連絡はやっ

ぱりとるべきだと思うんですが、その辺どうお

考えですか。

薬物事犯の特徴が何といいま○石村刑事部長

すか、継続性といいますか、そういうのがあり

ますもんですから、どうしても再犯が多くなる

のはこれは薬物事犯の特徴であります。今、委

員御指摘のとおり、保護司との連絡といいます

か、これは御意見のとおり、今後、密にしてい

きたいというふうに思います。

私は今、窃盗関係の者を１人持っ○中村委員

ているんですけど、薬物関係が多いんですね。

何回か持ちました。ただそのときに、警察の連

絡がとれない。一生懸命探し回っていると、も

う逮捕されている。逮捕したら逮捕したという

ことで、保護司に「Ａは、逮捕しました」とい

うことであればいいんですけど、その中間のも

のも何もないもんですから、よく御検討いただ

いて対処していただきたい。

県内の暴力団の実態についてお聞○山口委員

かせください。資料２の２の項目で19組織410名

ということでありますから、一組織およそ20名

内外で、我々一般県民から見ましたときに、あ

、そこは、あの人は、暴力団の構成員ですよとか
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―あそこは暴力団の事務所ですよというのは

うちの近所にないことはないからあそこかなと

いう感じはするんですが、この19組織というの

は、堂々と看板を掲げられているものなのです

か。それとも、表向きそういう看板はかけてな

くて、皆さん方の判断で、それは暴力団の組織

、という認定という、どういった形でこの19組織

約410名ということになるんですか。

、○石村刑事部長 暴力団の認定につきましては

いわゆる「暴対法」で細かく規定がされており

まして、それに基づいて公安委員会で指定をし

て、検察庁まで上げまして、国家公安委員会の

確認をとって、指定暴力団等はそれで指定をす

るということであります。それに加えて、警察

の日ごろの捜査活動、内定活動により、この人

は周辺者であろう、あるいは組員であろうと

いったことを絡めて暴力団ということに認定を

しておりますが 「暴対法」施行によりまして、、

看板を出すこと自体ができなくなっております

ので、今、昔のように 「何々組 「何々一、 」、

家」という看板は出ていないのが実態でありま

す。以上でございます。

そうしますと、皆さん方が指定し○山口委員

ますと、その団体は自分たちは指定されている

というのは、わかっているんですかね。

ええ、これは当然わかってお○石村刑事部長

ると思います。指定されたことについて異議申

し立て等もできるようになっておりますので、

そういうことでございます。

彼らの組織の運営実態についてで○山口委員

すが、例えば、普通のサラリーマンみたいに、

朝起きてその事務所に行って、そして、何らか

の仕事をして、夕方か夜か深夜かわかりません

が、帰りますという、そういった生活をしてい

るんですか。それとも、この410名の者というの

は、普通は、県民生活あるいは市民社会生活の

中にいて、いざ何かあるときに、がっと集まる

のが410名ということになるんですかね。

今、おっしゃったいろんな態○石村刑事部長

様がございます。事務所に詰めて詰め切りの者

もおれば、いわゆる職業を持っている者もおる

というのが実態でございます。

その結果、この410名については皆○山口委員

さん方はよくわかりませんが、出先の署という

のは「あ、あれがここにきょうは来てるな」と

いうのはわかっているんですよね。だから、例

えばこの下にありますサンマリンスタジアムで

ダフ屋とか悪質応援団の取り締まりを実施しよ

うとするときに 「あ、後ろにあれとあれが来て、

いるということは、あのダフ屋の行動は○○暴

力団の組織が絡んでいる」というのは、ほぼわ

かるんですね。要するに、顔はもう皆さん方、

全部御存じなんですよね。

ええ、そうでなければ仕事が○石村刑事部長

できませんので……。

安心をいたしました。○山口委員

次は、交通部長に伺いますが、先ほど説明の

ありました平成８年と17年の高齢者の交通事故

の状況の説明の中で、高齢者の関与事故がこ

の10年間で３倍の2,851件、また高齢運転者の事

故そのものも377件から４倍の1,539件という、

この数字は件数では倍数といいましょうか、上

昇率というのは、全国的には他県もこういう状

況なんですか。それとも宮崎県が少し際立った

状態だということなんですか。

ちょっと手元に全国の増加率○伊藤交通部長

等はございませんけど、本県が高齢化率が非常

、に進んでいることは実態でございます。それで

ちなみに先ほど報告しましたけど、12万を超え

る方が、高齢者として免許を保有しておられる
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という実態もあります。それからすると、際

立って多いというほどじゃありませんが、決し

て低い方じゃない。やはり本県としましては、

高齢者の事故がふえているという認識を持って

いただくのが必要だろうという意味で報告しま

した。そういうことでございますので、よろし

くお願いいたします。

３の事故防止対策の（２）の高齢○山口委員

運転者対策、アイウのウの部分ですが、運転免

許証の返納制度、私も大賛成に大をつけると

ちょっと語弊があるかもしれませんが、よく言

われることは、ある御家庭の若夫婦が運転免許

センターに電話をされましてね、あるいは警察

に電話をされまして、｢きょうはうちのじいちゃ

んが免許の更新に行ったから、もう渡さんよう

に言ってくださいませんか」と、免許センター

や警察は、｢いや、それは我々としては、一定基

準をクリアしたら、視力とか、体力とかいろい

ろですが、再交付しなければなりませんから、

それは御家族の皆さんでじいちゃんやばあちゃ

んを説得してください」と、こうなるんだそう

ですね。もう一方では、独居老人含めてできる

だけ外に出ようということになると、唯一の交

通手段である免許証を取り上げられるというこ

とになると、子供のおもちゃを取り上げる以上

に激しく泣き叫んでだめだと、こういう話も

伺っています。一番怖かったのは、認知症が出

入りする高齢者がいまして、裸同然のスタイル

で出てきて車に乗って、よそのお宅のブロック

塀に突っ込んでエンジンを鳴らせるとか、そう

いう状態になりまして、地元の交番とそれから

福祉事務所の皆さんとで御家族を説得されたと

いうこともあったんですが、現実的に、運転免

許証の返納制度というのは、どれぐらい年間行

われているんですか。

お答えします。○伊藤交通部長

返納制度、これは道交法の104条の４で返納が

できますよと、あるいは全部の返納なり、一部

だけ返納もできるわけです。例えば、大型、普

通車、いろいろ持っていらっしゃいますが、大

型だけはもう要りませんと、これもできるわけ

です。それを前提にしまして、実は、数が少の

うございます。17年中に全部取り消し、一部取

り消しを含めて合計で136件の方が免許の返納を

されております。ちなみに、ことしの７月末で

は合計で66件でございます。今、おっしゃるよ

うに、これだけはひとつ持っとらせてくれと、

これまで取り上げられたら非常に寂しいという

ことで、運転はしなくても免許証だけは持って

、おるという方もいらっしゃるわけです。そこで

いろいろ機会があればその他お話しいただくと

いいんですが、免許を一応返納しましたら、運

転経歴証明書というのが発行できるわけです。

それで、実際いつからいつまでどんな免許を実

、際に運転免許を持って運転しておられましたと

それを証明しますという証明書も免許証返納と

同時に、その証明書を取っていただくというこ

とも方法としてはあるわけなんですが、これ、

やはり家族の方は 「返せ返せ 、警察には「も、 」

う出してくれるな」というのがこれ、実態だろ

うと思うんですが、本人さん、これまで運転を

して頑張ってこられた人が、年齢が高いからと

いって免許を取り上げられるというふうな意識

でおられるのも非常に寂しいことだろうと思い

ます。しかし、やはり安全を考えた場合は、よ

く説得をしていただいて、理解をしていただい

た上で返納すると、そして必要ならば運転経歴

証明書を取っていただくという方法がいいん

じゃないかというふうに考えております。ちな

みに、一部取り消しあるいは全部取り消しの中
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で、どういう理由で返納されましたかというふ

うに聞いているんですが、この中で多いのが身

体機能低下を自覚したと、結局、目がちょっと

見えんようになった、耳が聞こえんようになっ

たと、操作がちょっと悪くなったという、身体

機能低下を自覚をしたということで、そのう

ち26件の方が、これはことしの分ですけど、66

件のうち26件、半分近くですね。それともう運

転免許の必要がないと 「もう運転することもな、

いわと、息子やら孫がおるから、何かあればこ

の連中が乗せてくれるようになった、そしたら

もう危ない目をして運転を続ける必要もないか

ら、免許を返納しよう」という方が13件ござい

ました。ちなみに、家族の勧めなどというのは

４件だけでございました。これが実態でござい

ます。以上であります。

高齢者といえども、社会人の一人○山口委員

という意味では、やっぱり何らかの形で参加し

たい、そうすると、その行動の基本となる免許

というのは、今言われるように、もう乗らない

からと言いながらでも持っておきたい気分があ

りますので、やっぱり誘い水的なものを、例え

ば、本部長表彰するとか、地区警察署の返納に

対する表彰をするとか、そういう何か誘い水的

な政策があった方がいいのかなという感じがい

たします。

いま一つは、高齢者の集まる機会とか、ある

いは普通の交通安全の指導講習会の中でも、御

家族の皆さんに 「勇気を持って言ってみません、

か」とかいう呼びかけを何らかの形で行ってい

ただければと思います。もう答弁結構です。

そのほかでよろしいですか。

はい。○外山良治委員長

次、台風13号に伴う災害警備対策○山口委員

についてでありますが、基本的には、本当によ

く延岡警察署の皆さん頑張っていただいたと

思っております。一日中救急車とパトカーのサ

イレンが鳴りやむことがありませんでした。ま

さに異常な感じでの一日間だったと思っていま

すが、交通信号整理、それから停電になって、

しかも窓ガラス全部破れていますから、防犯と

いう意味では、全く対策ゼロの真っ暗やみの中

をパトカーが巡回してくれたというのは、地域

住民にとってみたら大変心強い部分もありまし

た。また、どなたかが代表質問だったか、一般

質問でしたかで言われたように、交通信号が停

電でとまったところ、皆さん方のものが来て、

バッテリーで信号を動かしてというのも実際見

ましたし、自分たち自身も被災した方がおられ

るんでしょうけれども、その中で頑張っていた

だいたと思っています。また、回っている車両

を見ますと、ほとんど多分個人の車だと思うん

ですね。パトカー含めて警察車両全部あちこち

の交通整理や災害警戒で回っていたはずですか

ら、個人の車に皆、それ使いながらでも対応し

ていただいたという意味では非常にありがた

かったと思っております。当然の仕事だといえ

ば当然の仕事かもしれませんが、何かの機会が

ありましたら、延岡の皆さんにお褒めをお願い

したいと思います。

それから、飲酒運転のことについても兼ねて

でよろしいですかね。

山口委員、報告事項に関し○外山良治委員長

てということを先にお願いします。

では、結構です。○山口委員

ほかありませんか。○外山良治委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

その他何かありませんか。○外山良治委員長

福岡の飲酒運転による子供死亡事○山口委員

件で、公務員の飲酒運転が非常に厳しく扱われ
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、るようになりました。昨年か、一昨年でしたか

私、一般質問で伺ったことがあるんですが、本

県の交通違反取り締まりの全体の何というんで

すか、切符を切る、いわゆる交通違反検挙とい

うんですか、件数と、昨年度で結構ですが、そ

れに対するあのときの答弁で１番がシートベル

トですか、２番が駐車違反、３番が速度違反で

したかね。私の本会議での質問は、ちょっと最

、高速度違反の取り締まりが多いんではないかと

皆さんからすぐ注意受けるんですが 「あのネズ、

ミとりというのは何とかならんのですか」と

言ったら、｢委員、そのネズミとりという表現、

やめてください」と怒られましたけれども、そ

んな中で飲酒運転の検挙件数というのは、どこ

ぐらいの位置に来ているんですかね。

交通違反の検挙状況のお尋ね○伊藤交通部長

でございます。ちなみに、平成17年は、シート

ベルトを含めまして10万8,000件ほど検挙いたし

ておりますが、その中で飲酒に絡むものが1,378

件、割合からすると非常にまだ少ないと思って

おります。順番等は今、委員がおっしゃったよ

うな順番になってくるわけですが、これらがど

れも一たん事故が発生しますと、重大事故に絡

むし、あるいは事故に直接起因するということ

で、これらを重点に取り締まりをやっていると

、いうのが実態でございます。中でも飲酒運転は

警察にとりましては今、一番の課題でございま

すので、総力を挙げて取り組んでいると、何と

か根絶を期したいということで、取り締まりと

環境の醸成,この両面からの対応を今後とも粘り

強くやっていくということで今、進めていると

ころでございます。以上でございます。

ちなみに、昨年度の1,378件のうち、○山口委員

飲酒運転を目的とした一斉取り締まりで検挙し

た件数と、あるいは真夜中の不審車ということ

で停止を命じた結果、飲酒運転が発覚したとい

う、その差というのはわかるんですかね。

昨年も定期的な取り締まり旬○伊藤交通部長

間なり月間を設けております。例えば、２月あ

たりは飲酒運転取り締まりの月間ということで

やっております。件数につきましては、後ほど

出しますけど、これは月間設定をしまして、取

り締まりを強化しますが、そうしますと、逆に

件数が減る可能性があるんです。取り締まり月

間だから飲んで運転するのはやめようというこ

とで。ですから、一概に、この件数がどうこう

ということは言えないと思います。と、警察と

、しましては、常時取り締まりをやると、そして

年間トータルで何件だということで考えており

ますので、そういう趣旨で取り締まり月間なり

集中月間は御理解いただくといいかなというふ

うに考えております。

ただし、警察は、総合力を挙げていろんな仕

事をやっているわけでございまして、のべつ幕

なく飲酒運転に対応できるかというと、なかな

かそれは難しい。その関係がございますもんで

すから、月間等を設けてやっているということ

であります。ちなみに、一番直近の例でござい

ますが、今年の９月12日から９月18日、全国一

斉の飲酒運転取り締まり強化週間が設けられま

して、全国一斉に行われました。本県におきま

。しては、酒気帯び運転が44件検挙でございます

そのうちの２名が逮捕ということでございまし

て、ただ、この44名が多いのか少ないのか、こ

このところもいろいろ論議があるところでござ

いますが、取り締まりを全国でやりますよと

言って取り締まりをしたにもかかわらず、１週

間で44名も検挙されたというふうに我々は考え

ておりますので、今後とも、飲酒運転の取り締

。まりは強めていかなければならないと思います
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決して公務員だから許されない、○山口委員

民間だから許されるとは思っておりません。萩

原議員でしたか、本会議の質問でも申し上げま

したように、一たん停止とか速度違反というの

は、確かに心の緩み等や、ちょっとアクセルの

踏み過ぎで出ることはありますが、飲酒運転

ばっかりは、これは確信犯ですからね。とは言

いながら、その酒気帯びをどこまで皆さん方の

服務規程で罰しようかというときに、委員と深

夜まで飲んで、朝出かけに事故を起こしたとこ

ろが、まだ昨夜の酒が残っていたという酒気帯

びと、夕方６時から始まるパーティーに参加し

て、ビールで乾杯をして、その後は水を飲みま

したけれども、８時に車で帰ろうとしたら酒気

帯びで事故を起こしたという、この差はやっぱ

り私は多少あるだろうと思うんですね。ですか

ら、飲酒運転は許されないにしても、酒気帯び

そのものを横一直線で罰するというのは、多少

内部規程には差を設けるしかないのかなという

気がいたします。

それと、いま一方では、今、部長が言われた

。ように、取り締まりを強化しなければならない

しかし、私自身、従来からやってきている取り

締まりの重点状況というのは、さほど変更する

必要もないと思っています。これまでシートベ

ルトを重点的にやってきたけど、もうこれうっ

、ちゃってしまって、今から飲酒運転でいこうと

じゃなくて、それは言われるように、重大事故

に直結するという意味でそれぞれ取り締まりを

やってきた結果、先ほどのような順位がつくん

だろうと思いますから、ただ、その中で取り締

まりもですが、やっぱり環境の整備といいます

かね、何か伝え聞くところによりますと、飲食

等の全国チェーン店とか、あるいはビールメー

カーあたりはもう「飲んだら乗るな」というの

をその中に織り込んでいくとか、あるいはポス

、ターを掲示するとかいうのがあるようですから

交通部、ある意味では生安も一緒になるのかも

しれませんけれども、やはり飲食店組合等に対

してでも強力な働きかけを持っていって、突き

詰めていくと最後はその本人の自覚の問題には

つながるんですけれども、そこに行く前の環境

を盛り上げるということで、各部協力し合いな

。がらその対応策をお願いいたしたいと思います

今、委員おっしゃるとおりで○伊藤交通部長

ありまして、関係機関とこう申しますが、酒類

提供の業をしておられる方、これは過去におき

ましても、チラシを配ったり、ポスターを配っ

たりしてお願いをしてまいったんですが、それ

がなかなかおさまらない。中には、本県ではま

だ検挙はありませんけれども、知りながら提供

していくという店も現実にはあるわけでござい

ます。それで、本県もまた、きょうから安全運

動がございますが、この期間中に県内のそうい

う関係の業者の方にお集まりをいただいて、ど

うしたらこの飲酒をさせないことができるのか

という趣旨でちょっと会合を持とうかと、そし

てお願いすることも具体的にはお願いしていこ

うということをまずやりまして、これを各署で

も広げていってもらいたいということで、環境

をつくっていこうということを今、計画をして

いる段階でございます。やはり営業ですので、

少ないお客さんしか来ないのに、｢酒は飲んだら

いかんですよ、車ですから……」と言ったら、

お客さん帰ってしまうと、しかし、今はそれを

言っている時代じゃないと、やっぱり車で来て

おられれば、｢キーを預かります｣と、そこまで

言ってくれませんかと、そこまで各業者の方に

はお願いしていこうかなというふうに考えてい

るところであります。
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ありがとうございました。○山口委員

一連の知事の5,000万円の問題であ○中村委員

りますが、いろいろ質問もあったわけでありま

したけれども、私は、県警本部長の顔を、胸中

複雑なものがあるであろうと思いながら自席か

らずっと見ておったわけでありますが、きょう

の新聞でも、これだけ各紙にいろんなことが書

いてありますね。当然、これは公選法に触れる

というふうに各紙取り上げておるし、我々もそ

のころ、金の流れ等を考えると、そうであろう

と思うわけでありますが、このことについて、

警察の方では、どのような捜査をされておるの

か、全然捜査には着手されていないのか、その

辺をちょっとお伺いしたいと思います。

お尋ねの件につきまして、一○石村刑事部長

連の報道があったということは承知しておりま

すが、個別の案件につきましては、答弁を差し

控えさせていただきたいというふうに思ってお

ります。

我々、議会から帰るとですね、今○中村委員

議会でいわゆる通告があった後でありましたか

ら、県政一般に書いている人は、割方、その範

疇に入るだろうということで質問ができたんで

すね。全員協議会もございました。しかし、全

員協議会では、出た日に一方的にそういう説明

があっただけでしたから、なぜ、こういう報道

がされるのかとなると、5,000万もの金がいとも

簡単に、庶民感覚では考えられない金が動いて

いるわけですね。今、刑事部長、その件につい

、ては、差し控えたいということでありましたが

、これだけ県民が関心を持っていることですから

差し控えたいということは、捜査していると受

け取っていいわけですね。

あくまで一般論ですが、犯罪○石村刑事部長

だと、刑罰法規に触れる行為だということであ

れば、法と事実に基づいて適正な対応をすると

いうことになると思いますが、先ほど申し上げ

ましたように、個別の案件について、この事件

についてどうだということについては、答弁を

差し控えたいと思っております。

じゃ、私は、勝手に刑事部長の答○中村委員

弁を解釈しながら、コメントを差し控えたいと

いうことは、それなりの含みがあってやってい

らっしゃると理解をしながら、この件は水かけ

論になりますでしょうから、やっている、やっ

てないの問題ですから、そのように理解をして

おきたいと思います。いいでしょうかね。

何回も申し上げますが、私ど○石村刑事部長

、もの答弁としましては、個別の案件については

答弁を差し控えたいということでございます。

わかりました。○中村委員

ほかにありませんか。○外山良治委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって警○外山良治委員長

察本部を終了いたします。執行部の皆さん、本

当に御苦労さまでございました。

５分程度暫時休憩いたします。

午前11時25分休憩

午前11時34分再開

それでは、委員会を再開い○外山良治委員長

たします。

ここで、委員会の傍聴につきましてお諮りい

たします。

宮崎市の山崎氏ほか３名から、執行部に対す

る質疑を傍聴したい旨の申し出がありました。

許可することに御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、傍聴人の入室を○外山良治委員長

認めます。
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〔傍聴人入室〕

傍聴をされる皆様にお願い○外山良治委員長

をいたします。

傍聴人は、傍聴人の守るべき事項を厳守して

いただきたいと思います。また、傍聴に関する

指示には速やかに従っていただくようお願いを

いたします。

本委員会に付託されました議案等について教

育長並びに関係課長の説明を求めます。なお、

委員の質疑は、執行部の説明がすべて終了した

後にお願いをいたします。

教育委員会でございます。よろ○高山教育長

しくお願いいたします。説明に入ります前に、

御報告を申し上げます。

まず、台風13号による被害についてでありま

す。きょう現在の被害状況でございますが、小

中学校におきまして、延岡市立緑ヶ丘小学校な

ど９校、県立学校におきまして、延岡南養護学

校など14校で、ガラスの破損や屋根材のはがれ

等の被害を受けるとともに、学校給食用のパン

、や米飯を製造している延岡市内の工場が被災し

現在38校で子供たちが主食を持参するなど、県

内の教育施設や関連施設におきましても、被害

が発生いたしております。被害のあった学校等

につきましては、現在、被害の復旧作業に取り

組んでいるところでございます。

次に、教職員の不祥事の再発防止についてで

あります。児童生徒や保護者の信頼を大きく損

なう事件が続いている状況にかんがみまして、

去る８月17日に、教職員の服務監督を担います

市町村教育委員会教育長及び県立学校長を対象

としまして 「教職員の服務規律に係る緊急対策、

会議」を開催したところでございます。詳細に

つきましては、後ほど教職員課長が報告いたし

ます。

それでは、説明に入らせていただきます。お

手元の文教警察企業常任委員会資料をお願いい

たします。表紙をめくっていただき、目次の

ページをごらんください。まず、議案等につい

てでございます。

議案第２号「宮崎県総合博物館条例の一部を

改正する条例」につきましては、県民文化ホー

ルの廃止に伴い、所要の改正を行うものであり

ます。

議案第４号「教育関係使用料及び手数料徴収

条例の一部を改正する条例」につきましては、

県民文化ホールの廃止及び県立宮崎西高等学校

に併設型の中高一貫教育校として新設いたしま

す県立中学校に関します使用料及び手数料につ

いて、所要の改正を行うものであります。

議案第６号「教育関係の公の施設に関する条

例の一部を改正する条例｣につきましては、県立

中学校の新設に伴いまして、所要の改正を行う

ものであります。

次に、その他の報告事項でございますが、

｢第30回全国高等学校総合文化祭京都大会の結果

。について」など、５件を予定いたしております

、引き続き、関係課長が説明をいたしますので

御審議のほどをよろしくお願いいたします。以

上でございます。

。○飛田学校政策課長 学校政策課でございます

どうぞよろしくお願いいたします。

まず、県立中学校の新設に関しまして、議案

第４号、その関係部分、それから議案第６号に

ついて説明をさせていただきます。お手元の資

料12ページをお開きください。

まず、議案第６号「教育関係の公の施設に関

する条例の一部を改正する条例」についてでご

ざいます。１の改正理由につきましては、県立

宮崎西高等学校に併設型の中高一貫教育校とし
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て県立中学校を新設することに伴い、所要の改

正を行うものであります。

２の改正内容につきましては、別表第１に県

立宮崎西高等学校附属中学校を追加するもので

ございます。

３の施行予定つきましては、平成19年１月１

日を予定しております。

なお、13ページ以降に新旧対照表をつけさせ

ていただきました。後ほどごらんいただきます

とありがたいと存じます。

続きまして、議案第４号について説明をさせ

ていただきます。恐縮ですが、戻りまして、資

料の３ページをお開きください。

１の改正理由につきましては、県立中学校の

新設及び県民文化ホールの廃止に伴い、所要の

改正を行うものでございますが、県立中学校の

新設に関する改正といたしましては、資料の中

ほどの２の改正の内容 （１）にございますとお、

り、県立中学校の入学者選抜手数料に関する規

定を新設するものでございます。入学者選抜手

数料の金額につきましては、全日制課程の高等

学校、五ヶ瀬中等教育学校の入学者選抜手数料

と同額の2,200円といたしております。

なお、３の施行予定日につきましては、県立

中学校新設に伴う改正につきましては平成19年

１月１日といたしております。

また、議案第４号の県民文化ホールの廃止に

つきましては、後ほど文化財課長が御説明させ

ていただきます。

４ページ以降に新旧対照表をつけさせていた

だきました。後ほどごらんいただきますとあり

がたいと存じます。御審議のほどをよろしくお

願いいたします。

続きまして、14ページをお開きください。次

に、第30回全国高等学校総合文化祭京都大会に

おける本県高校生の成績について御報告させて

いただきます。

１の大会の概要ですが、平成18年８月２日か

ら８月６日まで京都市を中心に18部門で大会が

行われました。全国の高校生の参加者は約１

万8,000人、本県からは184名が参加しておりま

す。

２の本県の入賞者についてでありますが、弁

論の部で宮崎大宮高校３年生の蟹田光国君が全

国第１位最優秀賞文部科学大臣賞を受賞いたし

ました。次のページ以降にその原稿をつけてお

りますので、後でごらんいただくとありがたい

と思います。演題は、｢被災地で僕は考えた」と

いうものでございまして、その内容は新潟県一

体を揺るがした中越地震の折、実際に新潟の被

災地に本人が行って、ボランティア活動に参加

して、その実体験を中心に述べたというもので

ございます。また、放送アナウンスの部で審査

員特別賞に宮崎第一高校３年生の松本典子さん

が入賞しております。さらに、書道で特別賞に

宮崎南高校３年生の平原友里恵さんが入賞して

おります。このほか、吹奏楽とか合唱とか、す

ばらしいものもあったんですが、部門によって

は順位をつけないということになっております

ので、入賞したのは以上でございます。なお、

資料の一番下に示しておりますように、本大会

は、平成22年度に宮崎県での開催が予定されて

おります。開催に向けて高校生の文化活動の育

成、さらには大会の準備、そういうものに取り

組んでいるところでございます。

次に 「宮崎の就学前教育すくすくプラン、

（案 」について説明をさせていただきま）

す。17ページをお願いいたします。

宮崎の就学前教育すくすくプラン（案）の概

要についてであります。本プランは、10月の完
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成を目指しながら現在作成を進めております。

その概要について説明させていただきます。ま

ず、１の策定の趣旨でありますが、生涯にわた

る人間形成の基礎が培われる幼児期は大変重要

であることから、就学前の子供たちが県内のど

こにいても質の高い教育・保育が受けられるよ

う、各幼稚園・保育所・認定こども園・行政が

取り組む就学前教育の指針を策定することとい

たしました。

次に、２の概要であります。このプランは

（１）の重点項目にありますように、①教育・

保育の充実、②教員・保育士の資質及び専門性

の向上、③家庭や地域に対する支援の充実、こ

の３つの項目を柱として構成しております。詳

しい内容につきましては、後ほど、別の資料で

説明させていただきます。

次に、３のプランの普及等でありますが、ま

ず （１）に示しますように、プランの説明会を、

幼稚園・保育所等の職員を対象に、でき次第開

催したいと考えております。それから （２）に、

ありますように、プランそのもの、それから概

要を記したリーフレット等の配付をいたしたい

と考えております。それから（３）でございま

すが、さらに、各種研修会等において、このプ

ランの紹介をしていきたい、また、テキストと

して研修の場で使いたい、そういうことを考え

ております。まずは、プランの普及啓発、趣旨

の徹底、そのことに取り組んでまいりたいと考

えているところでございます。

次に、４の本プランを作成するための検討体

制でありますが （１）にありますように、私ど、

も学校政策課が事務局となり、生活・文化課、

児童家庭課、生涯学習課の４課が部局を超え連

携して策定作業を進めております。また （２）、

にありますとおり、就学前教育創造懇話会を開

催し、外部の意見を作成に反映させていただき

ました。また（３）にありますとおり、現在パ

ブリックコメントを実施しているところでござ

います。

それでは、プランの具体的な内容につきまし

、て別冊でお届けしておりますので、Ａ３の資料

、広い資料ですが、それをお開きいただきまして

概要だけをそのペーパーで説明させていただき

たいと思います。

資料の左上の「宮崎の就学前教育すくすくプ

ラン」の体系図と書いてある四角で囲んだ欄を

ごらんください。一番上に示しておりますよう

に、本プランは、県下の就学前の子供がどこに

いても質の高い教育・保育が受けられるよう、

各幼稚園・保育所・認定こども園や行政が今後

重点的に取り組む方向性を示しております。資

料には書いておりませんが、幼稚園とか保育所

のすべての先生方が自信とか誇りをさらに持っ

ていただく、あるいは本プランで先生方がとに

かく元気が出るというか、手引き、そういうも

のになればなというような気持ちで連携しなが

らつくっておるところでございます。県といた

しましては、プランの普及を図り、幼稚園・保

育所・認定こども園や市町村の取り組みを支援

していきたいと考えております。

その下に、めざす姿｢キャッチフレーズ｣を示

しております。これは県のキャッチフレーズ

｢きっと、元気。ほっと、みやざき」を踏まえま

して、子供たちにつきましては 「夢いっぱい、

笑顔きらきら 元気な子ども 、先生につきまし」

ては、｢子どもの未来 豊かにはぐくむ、元気な

先生 、家庭につきましては、｢抱きしめて 見」

守り励ます ほっとな家庭 、この３つをキャッ」

チフレーズとして掲げさせていただきました。

このめざす姿を実現するために、その下の３つ
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の大きな丸を書いておりますが、重点項目とし

て３本の柱を設定いたしました。その柱は１の

教育・保育の充実、左下に示します２の教員・

保育士の資質及び専門性の向上、右側の３、家

庭や地域に対する支援の充実であります。

次に、資料の右上をごらんください。重点項

、目１の教育・保育の充実についてでありますが

６項目の内容を盛り込んでいます。まず （１）、

。の「遊び」を通した豊かな教育活動であります

ここでは、遊びを通し、就学前の教育・保育の

柱となる健康・人間関係・環境・言葉・表現、

その領域における内容の充実を図ることを示し

ております。

次に （２）の｢自然や身近な物事等｣とのかか、

わりを通した感性をはぐくむ体験活動でありま

す。親、兄弟、周囲の人々など「人」でござい

ます。それから、自然や動植物などの「物 、」

ふるさとの文化・行事・祭りなどの「事 、そう」

いうものとのかかわりを通して、子供たちの感

動体験を広げ、感性をはぐくむことを盛り込ん

でいます。

次に （３）の幼稚園・保育所・認定こども園、

の連携についてであります。ここでは３者が連

携会議や人事交流等を通してお互いに連携を深

めるとともに、幼児同士の積極的な交流を進め

ること、そういうことの必要性を盛り込んでご

ざいます。

次に （４）の幼稚園・保育所・認定こども園、

と小学校との連携であります。幼児や児童の異

年齢交流を進めること、幼稚園・保育所・認定

こども園と子供たちが入学する小学校との相互

理解を図ること等を盛り込んでおります。

次に （５）の特別な配慮が必要な幼児への支、

援であります。特別な配慮が必要な子供たちの

存在にいち早く気づき、保護者や関係機関と連

携を図りながら、適切な支援に努めることを盛

り込んでいます。

最後に（６）ですが、信頼される幼稚園・保

育所・認定こども園づくりであります。日ごろ

から行事等を通して、住民を対象とした参観週

間とか園の開放とか、地域と一体となった教

育・保育を推進するとともに、保護者や地域へ

の情報提供、情報公開に努めるなど、信頼され

る幼稚園・保育所・認定こども園づくりを目指

すことを盛り込んでいます。なお、県は、それ

ぞれの取り組みについて指導助言、あるいは情

報提供、そういう支援をしていきたいと考えて

おります。

次に、左下の四角で囲ったところをごらんく

ださい。重点項目２ 教員・保育士の資質及び専

門性の向上についてであります。ここでは２つ

の項目を挙げております。まず（１）の「子ど

もがあこがれる先生」の育成であります。ここ

では、子供の発達段階に応じて適切な指導を行

うことができるよう、資質や専門性の向上を図

り、子供があこがれる先生を目指すことを盛り

込んでおります。

次に （２）の資質や専門性を高める研修の充、

実であります。ここにはすべての教員・保育士

の資質の向上を図るため、研修の機会を設ける

こと、園内外の研修に積極的に参加することを

掲げております。なお、県といたしましては、

以上のことに関しまして、研修を実施したり、

講師を派遣する、そういうことを通して教員・

保育士の資質・専門性の向上を支援していきた

いと考えております。

次に、右下の囲みをごらんください。重点項

目３の家庭や地域に対する支援の充実では、３

つの事項を挙げております。まず （１）の家庭、

の教育力の向上支援であります。ここでは家庭
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の教育力の向上を目指し、｢学習機会の提供｣、

｢悩みの相談｣、｢情報提供｣、｢さまざまな活動へ

の参加促進」等により、家庭教育を支援してい

くことを盛り込んでおります。

次に （２）の、地域における子育て支援につ、

いてでありますが、身近な子育て支援の専門機

関として関係機関と連携しながら、保護者が気

軽に交流できる拠点づくりを進めるなど、安心

して子育てができるよう、保護者を支援してい

くことを盛り込んでおります。

最後に （３）就学前教育の推進体制の整備で、

あります。ここでは各市町村における就学前教

育の政策プログラムの策定を推進するなど、市

町村の就学前教育の推進体制の整備の必要性に

ついて述べております。以上の３点に対しまし

て、県は就学前教育の関係機関を支援するとと

に、プランの普及などを図っていきたいと考え

ております。

以上が概要でございますが、詳しい内容は、

さきにお届けしましたものと同じものをその後

ろにつけておりますので、ごらんになっていた

だければと思います。以上でございます。よろ

しくお願いいたします。

委員の皆さんにお諮りしま○外山良治委員長

、すが、あと６分ぐらいで昼になりますが、あと

文化財課長までの説明で20分程度かかる予定で

す。いかがいたしましょうか。継続するか、そ

れともここで一たん休憩をするか、どういたし

ましょうか。

〔 休憩」｢中途半端になると思います「

よ」と呼ぶ者あり〕

という意見ですが、教育長○外山良治委員長

さん、そちらの都合、それでいいですか。

はい。○高山教育長

では、傍聴の方には大変申○外山良治委員長

しわけありませんが、ここで暫時休憩をして、

午後１時から再開ということにしたいと思いま

す。御苦労さまでした。

午前11時53分休憩

午後１時１分再開

それでは、委員会を再開い○外山良治委員長

たします。

それでは、続きまして、教○谷村教職員課長

職員の服務規律に係る緊急対策会議の概要につ

いて御報告いたします。資料につきましては、

常任委員会資料の18ページをお開きいただきた

いと思います。

まず、会議の目的でございますが、最近の教

職員による不祥事の状況についての共通認識を

図り、今後の服務規律遵守の徹底に係る対応に

ついて協議すること、特に、市町村教育委員

会・各学校における主体的な取り組みを促進す

ることを目的として開催をいたしました。

次に、１、２にありますとおり、会議は８

月17日、県教育研修センターにおいて行いまし

た。出席者は、市町村教育委員会教育長等計95

名でございました。

次に、３にありますように、会議で出された

主な意見でございます （１）のまず原因につい。

てでありますが、指導しても自分のこととして

とらえない、受けとめ方の弱さがある。人間関

係が希薄になり、不祥事の抑止力や自制心が弱

まっているなどの意見が出されております。ま

た（２）の対応策といたしまして、組織で一人

一人の教職員を支えていく体制をつくっていく

必要がある。孤独になりがちな教職員に校長た

ちが声をかけるなどの意見が出されたところで

ございます。

、これらを踏まえまして、４にありますように
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各市町村教育委員会、各学校で服務規律の確立

の具体的な方策について検討及びそれに基づく

研修等を行っていただいているところでござい

ます。

資料にはございませんが、各地域における取

り組みの一部を紹介いたしますと、例えば、宮

崎市の教育委員会におきましては、早急に校長

会を開催いたしまして、教職員による不祥事防

止に係る18の提言に基づく実践等についての話

し合いが行われております。また、合言葉や標

語の活用等に加え、教職員個々による「不祥事

ゼロ運動宣言」にも取り組んでいる学校もござ

います。

県教育委員会といたしましては、今後とも、

このような各市町村教育委員会や各学校の主体

的な取り組みを促進するとともに、報告いただ

いた取り組み事例等を紹介することを通して、

指導の充実を図ってまいりたいと考えておりま

。す。以上でございます。よろしくお願いします

スポーツ振興課でご○坂口スポーツ振興課長

ざいます。よろしくお願い申し上げます。

平成18年度全国高等学校総合体育大会及び全

。国中学校体育大会の結果についてでございます

常任委員会資料の19ページをお願い申し上げま

す。

まず、大阪府を中心に実施されました全国高

校総合体育大会の結果について御報告を申し上

げます。団体の結果は、テニス女子の宮崎商業

の２位を初め９競技11種目が入賞を果たしまし

た。個人の結果につきましても、資料に太字で

示してありますとおり、弓道男子個人の都城工

業高等学校の池井智也君の優勝を初め10競技、

延べ16名の入賞を果たしております。これらの

結果を過去の結果と比較いたしますと、特に個

人ではここ数年で最も多い入賞者数になってお

り、団体を含めましても国体で35位であった平

成15年度に並ぶ成績となっております。

次に、全国中学校体育大会の結果についてで

ございます。資料の20ページをごらんいただき

たいと思います。団体の結果は、資料に太字で

示してありますサッカーの日章学園中学校の優

。勝を初め、５競技７種目の入賞を果たしました

個人でも同じく太字で示しておりますが、剣道

男子個人の三股中学校の大坪学嗣君の優勝を初

め、４競技10種目の入賞を果たしております。

団体個人の入賞者数の合計は、過去３年間の入

賞者数と比較しますと、約３倍となっておりま

す。このような結果は、高等学校、中学校とも

に指導者の熱心な指導によるものと考えており

ます。また、県の施策であります競技力向上推

進校の指定、さらにはトップアスリート育成事

業など、本県の少年競技力向上への対策が少し

ずつ実を結んできているものと受けとめている

ところでございます。今後さらに、少年競技力

の向上と各学校への支援に努めてまいりたいと

考えております。

次に、資料の21ページをお開きいただきたい

と思います。熊本県で開催されました国民体育

大会第26回九州ブロック大会の結果について御

報告申し上げます。

まず、夏季大会における九州各県の成績一覧

でございます。一覧表の丸数字は九州ブロック

の通過順位を示しており、本県関係は表の右か

ら２番目の列でございます。本県の成績を見て

いただきますと、表の一番左に競技ごとに番号

をつけておりますが、番号２のボウリング成年

男子と少年男子、５の山岳少年男子、６のボー

ト少年女子シングルスカルがそれぞれ九州１位

での通過を果たしました。また、７のカヌー少

年女子の２種目でトップと僅差の２位となり、
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成年とあわせて４種目が本国体への出場権を獲

得いたしました。夏季大会の合計では、昨年度

より１競技３種目ふえまして、５競技９種目に

おいて代表権を獲得いたしました。

次の22ページをごらんいただきたいと思いま

す。秋季大会の成績一覧でございます。番号１

のテニス成年女子や３の弓道少年男子、６の卓

球成年男子など８競技９種目で優勝を果たし、

２の新体操少年男子や６の卓球成年女子、13の

ハンドボール少年女子の準優勝がありました。

表の最後23ページに示しておりますが、秋季大

会の合計では昨年度より４競技９種目ふえまし

て、15競技27種目でブロック通過を果たし、本

国体の代表権を獲得いたしました。

夏季大会と秋季大会を合わせますと、５競

技12種目の増加となり、目標としておりました

昨年度の代表権24種目の1.5倍となります36種目

の九州ブロック通過を果たしたところでござい

ます。内容的にも優勝や準優勝など上位でのブ

ロック通過がふえておりますので、本国体での

活躍を期待しているところでございます。

本年度から夏季大会と秋季大会が兵庫県で９

月30日から10月10日の間に同時開催されること

になっております。大会開催までわずかとなっ

ておりますけれども、本県選手団が｢チーム宮

崎｣として、気持ちを一つにし、持てる力を遺憾

なく発揮してもらうために、私たちも気持ちを

引き締めて望みたいと思っております。また、

ことし初めてでありますけれども、本県選手団

の活躍を後押しするために兵庫・近畿・京都の

宮崎県人会の御協力により応援団を組織し、各

競技会場に直接出向いて、激励訪問をしていた

だくことになっております。どうか、御支援を

よろしくお願い申し上げます。以上でございま

す。

文化財課でございます。平○米良文化財課長

成18年９月定例県議会提出議案の５ページの議

案第２号「宮崎県総合博物館条例の一部を改正

する条例 、及び９ページの「教育関係使用料及」

び手数料徴収条例の一部を改正する条例」の県

民文化ホールの関係分についてであります。

まず、総合博物館条例の一部を改正する条例

でありますが、あわせまして、文教警察企業常

任委員会資料の１ページをお願いいたします。

１の改正理由でありますが、総合博物館の施

設のうち、県民文化ホールを用途廃止するもの

であります。

２の改正内容は、次の２ページの新旧対照表

のとおりでありまして、下の欄の現行の第３条

県民文化ホールの表示や位置等を削除し、総合

博物館の位置につきましては、上欄の改正案の

、第２条第２項で規定するものであります。また

下欄現行第４条中の設備につきましては、県民

文化ホールのみの設備であるため、関係文言を

削除するものであります。

資料の１ページにお戻りいただきたいと思い

ます （２）で主な経緯を書いております。若干。

説明させていただきます。県は、文化活動の助

長と芸術文化団体の育成を目的に、総合博物館

の施設として昭和46年３月に設置されたもので

あります。平成元年には、総合文化公園の整備

、の一環としての県立芸術劇場の建設計画に伴い

県民文化ホールについても、そのあり方につい

、て博物館協議会に諮問され、検討・研究の結果

平成３年に県民文化ホールは県立芸術劇場の建

設により、その役割は新しいホールに引き継が

れるものと考えられるとの答申が出されており

ます。平成５年に県立芸術劇場が設置されまし

て、その時点で県民文化ホールの機能と役割は

劇場に引き継がれたところでありますが、県民
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文化ホールの施設も当分の間使用可能であった

。ため、当面使用を継続してきたものであります

平成７～８年ごろになりますと、県民文化ホー

ルの設置から25年程度が経過することになり、

使用継続するために必要最小限の修繕や、設備

の更新を実施したところであります。しかしな

がら、近年になりまして、様式の旧式化と老朽

化は一層顕著となり、継続のためには多額の維

、持補修費や管理運営費が見込まれる状況となり

一方、近隣には県立芸術劇場のほかにも、安価

な公立文化施設や民間の施設が充実してきてお

りまして、県民文化ホールの役割は相対的に低

。下し、利用者も減少してきたところであります

こうした状況の中で廃止の方向性も踏まえまし

て、平成17年９月の博物館協議会に以上の報告

と意見聴取を行っております。さらに、平成18

年２月から５月にかけまして、宮崎県芸術文化

協会や宮崎市芸術文化連盟とその傘下団体、学

校や幼稚園・保育所、ピアノ教室等の個人的利

用者に対しまして、県民文化ホールの現状と廃

止の方向性について説明し、意見をお伺いいた

しました。その結果、おおむね御理解をいただ

いたところであります。そうした状況を踏まえ

まして、本年６月の博物館協議会に正式に諮問

し、7月19日の協議会で廃止することが適当であ

るとの答申を受け、今回、廃止のための条例改

正案を提出したところであります。

３の施行日でありますが、ホールの利用予約

を６カ月前からとしていることも考慮いたしま

して、10月から予約受け付けを停止し、翌年の

４月１日に廃止するものであります。

次に、平成18年９月定例県議会提出議案の９

ページの議案第４号｢教育関係使用料及び手数料

徴収条例の一部を改正する条例」のうち、県民

文化ホールに関する部分でありますが、あわせ

まして、文教警察企業常任委員会資料の３ペー

ジ、及び４ページから11ページの新旧対照表を

ごらんいただきたいと思います。

３ページの改正理由及び２の改正内容であり

、ますが、県民文化ホールを廃止することに伴い

県民文化ホールの使用料及び設備機器使用料の

規定を削除するものであります。

施行期日は、平成19年４月１日であります。

以上であります。よろしくお願いいたします。

説明が終了しましたが、ま○外山良治委員長

。ず、議案についての質疑を受けたいと思います

質疑はありませんか。

議案第６号、西高等学校に附○外山三博委員

属中学校を追加する件ですけれども、御承知の

ように、宮崎には宮崎大学附属中学校というの

がありますね。これは私もどっちがいいかよく

わからないんですが、この宮崎大学の附属中学

校の関係者からこういう意見を言われました。

「ずっと附属中学校と言ったら宮崎附属だと、

今度西高に附属中学校という名前の中学校がで

きると紛らわしいし、わかりにくくなる」と、

だから、ほかの県ではあるようなんですよ。例

えば、附属併設中学校とかそういうふうに名前

を附属中学校じゃない……。附属中学校という

のは、宮崎附属中学校だという思いがあるんで

しょう。そういう意見がありましてね 「さあ、、

私は、何とも言えないが」という話をしたんで

すが、ここに議案で正式に出てきましたから、

そういうほかの名前を含めた議論があったかの

どうか、まずお尋ねします。

今、お話がありましたと○飛田学校政策課長

おり、そういうことについて随分協議をさせて

いただきました。実は、以前御案内させていた

。だいたと思うんですが、公募等もいたしました

、その中で、有力な候補として出てきましたのが
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やっぱり附属中学校というのが一番有力だった

んですが、それから、付設中学校、例えば、九

州内にどこどこ大学付設というようなのがあり

ますが、そういう名前が出てまいりました。そ

れから、そのほかにも、例えば、西高にちなん

だ名前、あそこは学校祭を「朝陽祭」と言うん

ですが、朝陽中学校、ただ、子供たちにとって

親しみがあって今後定着していくというのは、

なかなか付設というのはなじみという点で薄い

んじゃないかと、それで附属中学校の方にもお

話に行ったりしたんですが、そのときに西高附

属というような形で、略して呼ぶときには呼ぶ

ことになるんじゃないかなというようなことも

加味しまして、やっぱりなじみがあって、高等

学校の部分と中学校が一体感があるということ

で考えさせていただいたところでございます。

よろしくお願いいたします。

議案第２号の条例改正のことにつ○十屋委員

いてですけれども、今、１ページからずっと御

説明ありました。平成３年ですかね 「県立文化。

ホールは……」というところで、博物館協議会

の審議のときに 「……その役割は新しいホール、

に引き継がれるものと考えられる」と答申受け

ておりますけれども、このときに現在までずっ

と県立文化ホールは残されてきたわけですけれ

ども、その理由といいますかね、そういうとこ

ろはどのような理由で現在まで至ったのかとい

うのが１点と、それから多分これ、私だけでは

ないと思うんですが、県民の方からおはがきを

いただいたりしておりますけれども、８年前に

４億円かけてリニューアルを行って、これも簡

単に言わしていただくと、むだ遣いではないか

というふうなおはがきもいただいていますが、

この４億円の中身等について、ちょっとお話を

いただきたいと思うんですが。

まず、１点目の平成３年で○米良文化財課長

一応答申が出ましたが、結果的に存続をしたと

いうことでございますけども、この答申につき

ましては、いわゆる芸術劇場の建設と並行して

の考え方でございますけれども、その中で役割

については引き継ぐということになったわけで

すが、当時、県民文化ホール自体がまだ使用可

能であったということが一番大きな理由でござ

いまして、それで当分の間、若干の修繕を加え

ながら、可能な範囲で使っていこうという状況

になったわけでございます。

それから、７年から９年にかけましての修繕

の部分でございますけれども、一番大きなのは

いわゆる５年に芸術劇場ができまして、存続と

いう形の中で当分存続するためには、必要最小

限の修繕をするという中で、例えば、舞台の幕

であるとか、それから、客席のいすが、設置さ

、れまして当時もう25年程度経過しておりまして

ぼろぼろになっておったということで、そのい

すを取りかえております。また、床の改修等も

やっております。それからあと、音響設備であ

るとか空調関係、こういう設備を当面使うとす

れば、そのあたりを修繕しないと使えないとい

う状況でございましたので、そういうことをし

ているということでございます。以上でござい

ます。

それで、平成５年に芸術劇場をつ○十屋委員

くられて、３年に一応そういう答申は出ました

けど、まだ使用期限があるからということで使

われてきて、途中、平成７年から９年にかけて

少しずつ修理をしながら、今現在に至ったとい

うことですね。

そこで、ちょっとお聞きしたいのは、その当

時からのもし資料があればですよ。平成３年前

後からの使用頻度といいますかね、どういう団



- 31 -

体が使用されていて、大体どの程度で、推移と

して、現在こうなっているんだという、そうい

うものがお示しできませんでしょうか。もし、

できれば……、今、手元に資料がなければ後で

もいいんですが 〔 早い方がいい」と呼ぶ者あ、「

り〕経過としてわかれば、我々もいろいろ資料

が必要なので……。

、○米良文化財課長 いわゆる利用者については

一応資料を手元に持っておりますが、平成３年

が６万6,000人、それから平成４年も６万6,000

人、平成５年が６万5,000人、これ、若干小さい

ところは省略して言っております。平成６年が

４万5,000人、平成７年が３万7,000人という利

用者でございます。

よろしいですか。追加……」と呼ぶ者〔「

あり〕

補足説明ですか。○外山良治委員長

はい」と呼ぶ者あり〕〔「

今の十屋委員の件でござい○米良文化財課長

ますが、まず、文化団体の使用率でございます

けども、平成５年で見ますと、 87％が文化団体※

の使用ということになっております。それが、

参考に申し上げますと、平成17年では39％とい

うことになっております。以上でございます。

いわゆる先ほど御説明の中にもあ○十屋委員

りましたように、いろんなほかの宮崎市も含め

て公的な部分、民間的な部分があって、そうい

うホールとかそういうものができたので、今、

言われた人と団体のパーセンテージ、これが下

がってきたというふうに理解していいのか、そ

のあたり、ちょっと判断がつきかねるところな

んですが、そのあたりは教育委員会としては、

どのように思っていらっしゃるんですか。

委員のおっしゃるとおりで○米良文化財課長

ございまして、近隣にいわゆる公立の安価な文

化施設ができておりますし、また、民間の施設

も充実してきているということで、相対的に価

値が 価値といいますか、相対的に下がって―

きておるということでございます。

今議会に、議会の方に請願も出さ○十屋委員

れているわけなんですよね。我々もここにいた

だいておりますけれども、そういうところで18

年の２月から５月にかけていろんな方々とお話

をしたというふうに書かれてあったり、ここに

博物館協議会から６月７日廃止の答申を受けた

と、そういうふうなことがずっと書かれている

んですが、その回数とか協議したものが、皆さ

んからすると適当 十分にやられたんだとい―

うふうに御認識されているのか、こうやって請

願を出される方もいらっしゃるわけですから、

そういう方々との協議等はどういうふうな形で

されたのか。

２月から５月にかけていわ○米良文化財課長

ゆる文化団体等に説明をしているわけでござい

ますが、文化団体・芸術文化協会の傘下、ある

いは宮崎市の芸術文化連盟の傘下団体等ととも

に、学校であるとかあるいは幼稚園・保育園、

それからバイオリンとかピアノ教室の主宰者ま

で一応そういう状況を説明いたしまして、御意

見をいただいているところでございますし、そ

ういうのをもとにして博物館協議会に諮問をし

たということでございまして、十分な審議をし

たというふうに考えております。

我々もこの請願の内容を読まして○十屋委員

いただいたりしたんですけれども、最後の方に

県民文化ホールの廃止を１年間延期していただ

きたいというふうな文言が書かれているわけで

すよ。それについては、いろんなほかの、何で

すか、施設との予約とかいろいろ述べておられ

※37ページに訂正発言あり
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ますけれども、もし万が一、これ、私の私見で

申しわけないんですけど、例えば、１年間延長

して、延ばしたとしても、最終的にはこの答申

を受けて、教育委員会としては答申のとおり、

進めていかれるというのが１つありますよね。

例えば、１年間延長したときに、大体どのくら

いの予算的な維持経費がかかるのかというのが

もしわかれば、教えていただけますか。

現時点におきましての１年○米良文化財課長

間の維持管理費の支出超過といいますか、収入

と支出の面での支出超過で、現時点で2,900万円

、でございます。これを延期するといたしますと

年々その額はふえてくるんじゃないかというふ

うに考えております。

今、おっしゃった支出超過という○十屋委員

のは、収入より支出の方が2,900万ほど多くなる

ということですね。赤字ということですね。

営業的な言葉で言えば、赤○米良文化財課長

字ということになります。

議案第２号について伺わせてくだ○山口委員

、さい。昭和46年３月に設置となっておりますが

この建設費用は、国の補助金を活用しているん

ですかね、それとも、県費で建てられたものな

んですか。それは現金で建てられたものなんで

すか、それとも起債を使ってのものなんでしょ

うか。

国庫補助は入っておりませ○米良文化財課長

ん。県費でございます。それから起債につきま

しては、ちょっとそこは把握しておりません。

細かしいことのようですが、大事○山口委員

なことだと思って伺ったところなんです。国庫

補助が入ってなくて、県単独事業で建設された

というのはわかりますが、もし、起債を活用し

たのであればね、35年ですから、県の起債償還

期限……。公営企業法にいう電力関係というの

はもっと長いのもありますけどね。償還が終

わってないのに廃止してなくすということであ

れば、率直にそこらの問題は幾分残ってくるの

じゃないのかなと思ったものですから……。わ

かりました。答弁できますか。

その点、ちょっと確認させ○米良文化財課長

ていただきたいと思います。

わかりました。それで廃止をされ○山口委員

た後は、どういう活用を考えておられるんです

か。

、○米良文化財課長 廃止後につきましては、今

博物館協議会等の中では、いわゆる博物館自体

の効用といいますか、価値をより高める方向で

、考えていくということを基本にしておりまして

その中の一つが駐車場、といいますのは、今、

駐車場が非常に狭くて、博物館自体の活用に支

障を来しているという状況がございますので、

大きな選択肢としては、そういうことが今、考

えられているという状況でございます。

次に、築後35年たって、なおか○山口委員

つ、10年前にかなりの資金を入れて補修をされ

たということだそうですが、いまだに存続を求

めるというのは、ある意味では415席という使い

勝手のよさがあるのではないかという気がする

んですね。芸術劇場みたいに1,000人を超える

ホールは必要ではない、かといって公民館みた

いに100人そこそこでいっぱいになるというので

も困る。だから、夜、入場料を取ったとしても

１万7,685円、そして415席という、そういう意

味での使い勝手のよさというのは、先ほど課長

の説明では宮崎市を含めて、あるいは県もそう

ですが、その代替できる施設が充実できている

ということなんですが、席数や使用料金という

見地からも同様な施設がふえてきたという理解

に立っているんですか。
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その規模につきましては、○米良文化財課長

例えば、県立芸術劇場でありましてもいわゆる

イベントホールというのがございまして、300席

のホールがございます。それから、市民文化

ホールも小ホールとして300席、あるいは市民プ

ラザが507席というようなことで、ほぼ同規模の

施設が充実してきているということでございま

す。

それは使用料金についてもほぼこ○山口委員

のような金額ですか。逆に言えば、建設が新し

いからそこらはかなり高いような気もするんで

。すが、使用料まで御確認されてはいるんですか

いろんな条件で一応試算も○米良文化財課長

したところでございますけども、同じ条件でし

まして、いわゆる文化団体が使用したというと

きを想定いたしましても、県民文化ホールより

も芸術劇場のイベントホールであるとか、ある

いは市民プラザ、市民文化ホールの同規模の

。ホールの方が安いという結果になっております

少なくとも、この文化ホールの方が極めて安い

という状況はございません。

先ほどの十屋委員の質問に関連し○山口委員

ますが、アバウトで結構ですから、この県民文

化ホールを維持するための総経費は幾らかかる

んですか。そして、収入あるいは補助金等を差

し引いた結果、2,900万円の赤字ということにな

るわけですね。

そのとおりでございま○米良文化財課長

す。2,900万円の年間の支出超過ということでご

ざいます。

ですから、全体予算額はどれぐら○山口委員

いなんですか。うち、その収入に占める県費の

補助とか、あるいは使用料による収入というの

は、大体どれくらいなんですか。結果、2,900万

円の赤字ですねということです。

県民文化ホールの年間の収○米良文化財課長

入が17年度で言ったときに約550万でございまし

て、県民文化ホールを運用するための経費

が3,400万程度ということでございます。それで

差し引き2,900万円ということでございます。

2,900万円の赤字の補てんは、総合○山口委員

、博物館運営の中の会計でやりくりをされている

そして、それは100％県費という理解でいいんで

すね。

そのとおりでございます。○米良文化財課長

それから、この配付資料の中にも○山口委員

利用者が減少、平成16年度２万5,299人というこ

とになっております。また、先ほどの答弁の中

では ごめんなさい、何年度かわかりません―

でしたけど、87％文化団体が使い、平成17年度

は39％を使っておりますということですが、例

えば、16年度２万5,299人の利用者はいいんです

が、何回の公演でもって、あるいは使用でもっ

て２万5,299人なんですか。

ちょっとお待ちください。○米良文化財課長

実はですね、十屋委員は、後でも○山口委員

結構と言われましたけども、やはりこの議案を

審議するためには、過去の利用者数、あるいは

利用回数等々を含めて、初年度からとは申し上

、げませんが、せめてここ５年、10年のデータは

ぜひともこの議案審議のために必要だと思いま

すので、できたら委員長、手配方、お願いした

いんですが……。

まず、平成17年度で申し上○米良文化財課長

げますと、この使用の何といますか、単位とい

いますのが、午前、午後、夜間となっておりま

して、それで言いましたときに234単位というの

を利用しております。それで、その単位で言い

。ますと、使用率が約26％ということになります

26％というのは、１日を午前、午○山口委員
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後、夜間と、この３回に区分して ごめんな―

さい、正月休み、お盆休みとあるかどうか知り

ませんが、そういうのを含めて回数として234回

で、２万5,299人の利用という理解でいいんです

か。

今の回数は17年度で言って○米良文化財課長

おりましたので、利用者総数が２万4,978名とい

うことになります。

わかりました。じゃ、１日３回を○山口委員

利用ベースとしたときに、全体が26％の利用

、で234回の利用があり、２万4,978人の利用者で

おおよそ平均しますと、110人前後の使用者数と

いう理解をさせていただきます。

それで、この請願書の中には、わずか２回の

会議で廃止を決めたと、こうなっているわけで

すよ。ちなみに、そのときの出席者、必要出席

、者数の状況といいましょうか ごめんなさい―

よくわかりませんが、招集かけた何名のうち、

、何名が御出席なさって、答申を議論されて……

できれば、時間も聞かせていただけませんか。

まず、18年の６月７日でい○米良文化財課長

きますと、委員が16名でございますけども、出

席が12名でございます。

大まかな開催時間……。○山口委員

このときが１時間半でござ○米良文化財課長

います。

ありがとうございました。○山口委員

それに先立ちまして、ことしの２月から５月

にかけて、それぞれの文化協会や文化加盟団体

あるいは幼稚園、個人教室の利用者の説明・意

見というのがありますよね。この回数と、出さ

れた意見というのがあればお聞かせいただけま

せんか。

、○米良文化財課長 回数の総数につきましては

いろんなケースがございますので、今、手元に

つかんでおりませんが、少なくとも、例えば、

県の芸術文化協会、53団体ございますけども、

基本的には全部お話をしておりますし、市の芸

術文化連盟にいたしましても、70近くの団体

だったと思いますが、それにつきましても、連

盟の事務局長の方から当たっていただいている

ということでございました。そのほかに、いわ

ゆる５年間で５回以上、それから２年間で２回

以上の利用をされた利用者につきましては、い

わゆるピアノ教室であるとか、バイオリンの教

、室であるとかいう主宰者にまで一応説明をして

御意見を伺ったということでございます。

御意見の主なものといたしましては、今まで

非常にこの施設にお世話になった、あるいは名

残惜しいといいますか、そういう気持ちを持っ

ているという声は多々ございましたけれども、

いろんな今までの、劇場が引き継いだとかある

いは財政状況であるとか、いろんな説明をいた

しましたら、やむを得ないなという意見がほと

んどでございました。以上でございます。

はい、わかりました。○山口委員

それから、この請願の中にも出てきているん

ですけれども 「……他の公共施設の使用料金や、

予約システム等を……」と、こうなっておりま

してね 「……利用者である文化団体の意見を尊。

。重しながら……」と、こうなっているんですよ

例えば、今の県の芸術劇場のそれぞれの大ホー

ル、小ホールの利用料金、あるいはこの県民文

化ホールの利用料金もそうですが、普通、民間

であれば、投資経費プラス年間維持経費を掛け

て見込みの利用回数で割り出してと、こうなり

ますけれども、行政は、なかなかそこまで厳格

ではありませんから、要は、そういった利用料

金の設定の仕方というのは、どういう形で決め

ておられるんですか。



- 35 -

基本的には大きな参考にな○米良文化財課長

りますのが九州各県であるとか、あるいはその

ときの経済状況等も出てくると思いますが、そ

ういうことを参考にして、金額は決めていくと

いうことになります。

じゃ、その使用料金の決定をする○山口委員

に当たっては、あくまで行政ベースでやってお

られて、これ、文化ホールや芸術劇場に限った

わけではありませんが、他のたくさんの県営施

設の使用料金がありますよね。それは皆さん方

の行政ベースで議論をして決定をされる、その

中には県民のといいましょうか、利用者サイド

の意見というのはほとんど入ってないと、それ

はいいとか悪いとかいうことではなくて、皆さ

ん方が、他県や他市の状況を比較検討されなが

ら一つの方向を出し、結果としての議案として

出されるわけですから、それは議会の議決を経

ることによって、利用者を含めたという広義な

範囲での県民の理解を得たということで料金の

。設定をしているということでよろしいですかね

まず、県民文化ホールに関○米良文化財課長

しましては、当初の趣旨が文化活動の助長と文

化団体の育成ということでございますので、そ

ういう意味も含めまして、芸術文化団体につき

ましては、基本料を２分の１にしているという

ことがございまして、そういう設定をするとき

には、当然、文化団体等の御意見もお伺いして

います。それから芸術劇場等をつくります、あ

そこに３施設あるわけでございますが、そうい

うときにも文化団体等の関係者に当然いろんな

ことをお伺いしてから決めているところでござ

いまして、その中には当然料金等の問題も入っ

ているわけでございます。以上でございます。

せっかくですから、関連してお尋○蓬原委員

ねしますが、山口委員がいろいろ聞かれました

けど、請願に予約システム等を改善というか、

そういう項目が出てきます。先ほど、その規模

あるいは料金的にはむしろ新しい方が安いとい

うような御説明がございましたが、予約システ

ムという言葉が出てきているということは、暗

に言うと、新しい施設は、どうも使いたいとき

にうまく使えないという、使い勝手が悪いとい

うことがここに言われているのかなというふう

に感じるんですが、今の県民文化ホールと新し

いホール等でその予約システム等について借り

方が変わってきているというか、いわゆる借り

勝手が悪いというような状況が何か出てきてい

るということでしょうかね。ちょっとそこの御

説明を１点お願いします。

県立芸術劇場につきまして○米良文化財課長

は、所管が地域生活部になりますので、連携の

中で情報を得ているということで申し上げたい

と思いますけども、芸術劇場につきまして

は、18年の４月から指定管理者になりまして、

その中で指定管理者と県の協議の中で、いろん

、な工夫をしているわけでございまして、例えば

アイザックスターンホールあるいは演劇ホール

の客席を一部利用する場合、この場合には２割

引きにすると、あるいはアイザックスターン

ホールを練習場として利用する場合には半額に

すると、それから、小中高校生が利用する場合

にはすべてのホールを半額にするというような

こと等、４月から劇場の方もいろいろ工夫をし

て借りやすい状況をつくっているということで

ございます。以上でございます。

お金の面が強調されたように思い○蓬原委員

ますが、予約システム、例えば、今度の日曜日

使いたいので、今までであれば、こういう電話

、でぽーんと電話して、すぐ予約できたけれども

今後は、施設も非常に近代化になって、いろい
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ろ配慮されているが、今までどおり、簡単に借

りられないという 予約システムという言葉―

が出てきているもんですから、そのあたりに違

いが出てきているんでしょうかという質問だっ

たんですけど。

その点につきましては、情○米良文化財課長

報としてちょっとつかんでおりません、詳しく

は……。

委員の皆さんに少しお諮り○外山良治委員長

をしたいんですけど、今の蓬原委員及び山口委

員の質疑は、所管部が地域生活部であると、そ

れで、先ほどから聞いていて、課長の答弁が、

ほとんど教育委員会所管の中で、地域生活部の

答弁をされているということは、答弁に対して

責任が持てるのかなというのを先ほどから聞い

ていて感じました。これはこのまま地域生活部

所管の答弁を文化財課長がするということでい

いんでしょうか。

暫時休憩いたします。

午後１時51分休憩

午後１時54分再開

再開いたします。○外山良治委員長

文化財課長、所管事務分掌上で言う常任委員

会で付託審議をされている部分、これは、例え

ば、今、答弁等については 「所管外ではある、

が」ということを前置きにして責任ある答弁を

していただきたいということをお願いいたしま

す。

ほかございませんか。

1件だけ。先ほどいろんな団体、こ○蓬原委員

れまで使った経験のある団体にはすべていろい

、ろ意見を聴取というふうな言葉がございまして

宮崎市という話が出たかなと思うんですが、今

回のこの請願を出されているのは都城市の方な

んですが、恐らく延岡、都城、日南、小林、日

向、あるいは市町村でも１回でもお使いになっ

たところはあるんじゃないかなと、えてして、

宮崎中心になることについては、ほかのいろん

な施設等の議論も含めて、私は、北諸県郡三股

町でありますけれども、よく宮崎中心でいかん

じゃないかという話をするところでございます

が、前置きが長くなりましたが、この｢劇団こふ

く劇場」となっておりますが、宮崎市以外のほ

かのそういう文化団体についても、すべてそう

いう過去使ったところ〔 ２回以上」と呼ぶ者あ「

り 、５回以上ですか 〔 ２回以上」と呼ぶ者〕 。「

あり〕２回以上……、あるいはこれからもしか

、するとお使いになるよというようなところにも

ちゃんと御意見を聴取なさったものかどうか、

そこのところをちょっと教えてください。

宮崎市の芸術文化連盟は確○米良文化財課長

かに宮崎市でございますけれども、宮崎県の芸

術文化協会につきましては、全県的な組織でご

ざいますので、全県的な組織に御説明をしたと

いうことでございますし、その他のいわゆる５

日、２日というのを申し上げましたが、それに

つきましては、その回数を利用されている方に

ついては説明を申し上げたと、ただ、実際問題

として、宮崎市の方が多いということは事実で

ございます。

それから、県立芸術劇場の申し込みの期間で

ございますけども、地域生活部の所管でござい

ますが、資料をいただいておりますので、それ

で答弁させていただきますが 「利用日の１年前、

に当たる日の属する月の初日から利用日の14日

前まで」というのが県立芸術劇場の申し込み受

け付け期間になっております。文化ホールにつ

きましては 「６カ月前から」ということでやっ、

ております。以上でございます。
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それから、先ほど文化団体の利用率を申し上

げましたが、若干間違いがございまして、平成

５年に87％と申し上げましたが、87団体でござ

いまして、率としましては、42.4％が平成５年

の文化団体の利用率、それから平成17年が29.8

％ということでございます。済みません。

ほかにありませんか。○外山良治委員長

議案第２号……。○山口委員

議案に関して……。○外山良治委員長

、○山口委員 第６号について伺います。これは

私の勉強不足もあるんですが、附属中学校がで

きますが、１学年何クラスということですか。

１学年２クラス80人を想○飛田学校政策課長

定しております。

２クラスで３学年そろっても６ク○山口委員

ラスと、こうなりますが、それが普通の僻地に

近い学校であれば、文科省の学校教育法及びそ

の施行令等含めて全教科指導できる教員は張り

つけることができるんですかね。

２クラスという規模につ○飛田学校政策課長

きましては、全県下の学校の規模では、今、手

元に資料を持っておりませんが、ある程度の規

模だと、特に小さいという規模ではないと認識

しておりますし、もう一つは、中学校、高校を

一緒に併設しておりますので、それぞれの先生

方が６年を見通して一貫して指導していくこと

で、その目的に合った教員を一応考えていきた

いと思っております。以上でございます。

質問を先回りされてしまいました○山口委員

、が、五ヶ瀬中等学校でもそうでしょうけれども

高校の教諭も中学校の学習指導の受け持ちをす

るということで、全体をカバーするという理解

でよろしいですね。

委員のお話にありました○飛田学校政策課長

とおり、そのことをむしろよさとして、６年間

を一貫したカリキュラムによって、子供たちを

じっくり育てていくということで取り組んでい

きたいと考えおります。

そういう中では、教師を張りつけ○山口委員

る部分について、かつて五ヶ瀬中等学校のス

タート時点ではありませんが、県費単独の職員

、を抱えるというのがここでは出てくるんですか

こないんですか。

最終的にどの形での配当○飛田学校政策課長

ということについては、現在検討しておるとこ

ろですが、現実的には、中学校の枠の職員と高

等学校の枠の職員を授業が１学年とか２学年の

ときには余り多くありませんので、例えば、芸

術の先生は、高等学校の先生が行っていただく

とかいうようなことで総合的に考えていくこと

になると考えております。

なぜ、そこまでしつこく申し上げ○山口委員

るかというのは２点ありまして、１点は、野辺

議員の本会議における南那珂郡高等学校整備計

画についての質問ではありませんけれども、生

徒数が少なくなってきて 「少なくても学校だけ、

は置いておけばいいじゃないか」という意見が

あると、しかし、それには生徒指導に十分な教

員の割り振りができないから、やっぱりある程

度の規模を持った……というのが答弁として出

、てくるわけですよね。ですから、僻地は、じゃ

我々は人口減という自分たちでは抗し切れない

社会現象の中で、常に、被害者といいましょう

か、しわ寄せを食らうのは我々でしかないと。

じゃ、今度の中等学校、どうですか、今度でき

ます西高校附属中学校はどうですかと、こう言

われますと、やっぱり３クラス以上望ましいと

いうことと、ここは２クラスでも頑張りますよ

という、その部分をとらえられますとね、その

分だけを切り抜いて比較されますと、皆さんと



- 38 -

しては、非常に答弁のしづらい部分がある。ま

して、それを県費でここは支えるけれども、こ

こは支えられないから統合するという、そう

いった部分の地域的な部分によるしわ寄せとい

うのもぜひとも考慮してほしいというのが第１

点。

そして、第２点はですね、五ヶ瀬中等学校が

できたときには、文科省の大臣はもちろん、全

国からの視察がたくさんありました。あれが一

つのきっかけとして全国の都道府県立中高一貫

教育、逆に転じて、小中一貫教育等の新たな教

。育の形の模索が始まったと私は思っております

しかし、もう一方では、私立は私立として、そ

のよさを発揮するために、学力、そしてスポー

ツ文武両道を目指す、また新たな目標を掲げた

私立の経営方針も出てくる中で、この西高附属

中学校ができたことによって、五ヶ瀬中等学校

の位置づけが、皆さん方は、口では「お互い目

指す部分は違いますよ」と言いながらも、県立

の中高等学校という意味では一緒ですから、私

立との競合に負けたというならまだしも、同じ

県立同士の競合する中で、片方が衰退していっ

たというふうには絶対ならないように、皆さん

方の方での対応策といいましょうか、両方それ

ぞれ特色を持ち合わせた学校経営というのによ

り一層取り組んでほしいと思っております。答

弁は結構です。

ほかにありませんか。○外山良治委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

議案についてこれで終了を○外山良治委員長

したいと思いますが、先ほど山口委員の方から

文化ホールについて、起債使用について質疑が

ありました。これはたしか適化法、45年とか耐

用年数が決められていて、全部取り壊しという

ことになれば償還しなければいけないと、こう

、いうことが発生する可能性があるわけですから

起債の点については、現在のところわかりませ

んか。

今、確認をしております。○米良文化財課長

ということであれば、暫時○外山良治委員長

休憩をして、明確になるまでするのか、それと

も、その他の報告事項の審議をする中ではっき

りすれば、そこで報告をしていただくと、２つ

あると思うんですが、いかがいたしましょう。

僕は、案件があれば、連続し○外山三博委員

てやっていった方がいいのじゃないかと思いま

す。

わかりました。○外山良治委員長

それでは、その他の報告事項についての質疑

はありませんか。

先ほどちょっと言いかかったとこ○中村委員

ろでしたが、済みませんでした。議案から先で

ございまして、この「宮崎の就学前教育すくす

くプラン（案 」の件でありますが、先ほど説明）

があったように、３つの輪で囲まれた部分を

やっていくんだということでしたけれども、１

の教育・保育の充実、２の教員・保育士の資質

及び専門性の向上、これはいろいろできるわけ

でしょうけれども、一番問題なのは、３の家庭

や地域に対する支援の充実、これは、課長の説

明では、具体的にどういうふうにするんだとい

う説明がなかったんですが、これが一番大きな

難しい問題であろうと思いますが、この辺をど

のような取り組み方をしようとされているか、

お聞かせ願います。

少し具体的なところで説○飛田学校政策課長

明をさせていただこうと思いますが、よろしゅ

うございましょうか。

お手元にお配りしております冊子の方をごら

んいただくとありがたいと思うんですが、例え
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ば、家庭の教育力の向上支援ということは、冊

子の33ページをお開きください。１つか２つか

、例を御説明させていただこうと思います。実は

ここの構成といたしましては、左側の上に目標

を書かせていただきました。家庭や地域に対す

る支援の充実で、関係機関と連携し家庭におけ

る教育力の向上を目指しましょうという目標を

書いておるんですが、それに対しまして、県で

はこういう取り組みができますというのを下に

示させていただきました。それから、右側の上

を見ていただきますと、そのために幼稚園・保

育所・認定こども園ではこんなことに取り組ん

でほしいという指針といいますか、そういうも

のを具体的に示させていただきました。

そういうことを例えば33ページ、次が、恐縮

でございますが、41ページをお開きください。

今度は41ページでございましたら、安心して子

育てのできる拠点づくりや子育て支援を推進し

ましょうということで、県の取り組みを左下、

右の上に幼稚園・保育所・認定こども園が取り

組んでいただきたいことということで方向性を

示させていただきました。

47ページが推進体制、特に、市町村あたりに

こういう形でいろんな会議等で御紹介、奨励を

していきたいと思っていることで47ページを出

しておりますが、そういうような形で考えさせ

て、一つの方向性、あるいはこんなことをやっ

ていただけたらという提案というような形で整

理をさせていただいたところでございます。以

上でございます。

それでもちょっとわかりにくいん○中村委員

ですけど、一番問題なのがさっきから申し上げ

ますように、家庭や地域に対する支援の充実、

県がどれだけできるかということを支援しま

しょうということでしょうけど、具体的にここ

に示してやることと、いわゆる地域をどういう

ふうに育てるかということが一番今からの子供

たちに大事なことだろうと、今、地域の連帯感

とか一体感というのがなくなっていますね、そ

ういったことの、もう一遍昔みたいな地域の連

帯感というのをどういうふうに構築するのかと

か、そういったことは具体的には考えていらっ

しゃらない……。

実は、それぞれの事業の○飛田学校政策課長

中では具体的なところは、県の取り組みで今

やっていることをそこへ書かせていただきまし

たが、今、議員がおっしゃったように、地域の

中で、どういうことがやられるか、いわゆる家

庭だけじゃなくて、ここは主として読んでいた

だくのが幼稚園・保育所・認定こども園の先生

が中心でございますので、例えば、幼稚園・保

育所・認定こども園の先生方がどういうことが

できるか、一つの例を申し上げますと、42ペー

ジの右側の上をちょっと見ていただきますと、

幼稚園・保育所・認定こども園の役割として、

園庭の開放、それから地域における人材活用、

あるいは交流活動、そういうことをやって地域

の子育て支援、そういうような機能をぜひ取り

組んでいただきたいと。それから地域の子育て

支援センター、さらに次のもう一つは、例え

ば、36ページを見ていただきますと、幼稚園・

保育所・認定こども園で取り組んでいただきた

いことというのは、積極的な学習機会の提供を

しましょうと、いわゆる公民館等の出前講座を

やったり、あるいは就学前の健診や家庭学級、

そういうところで一緒にそういうことの提供を

していただけたらと、さらに、そのところの下

の方に、真ん中になりますが、家庭教育に関す

るさまざまな悩みを相談する機関等を幼稚園が

紹介して、その家庭の教育力をサポートするよ
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うなことをしましょうと、そういう具体的に幼

稚園・保育所・認定こども園が取り組んでいた

だけたらというようなことを提案として書かせ

ていただきました。議員がおっしゃるように、

もっと地域に入っていくということも今後研究

していくことは必要だと思いますが、まず、幼

稚園・保育所・認定こども園を中心に考えさせ

ていただいたところでございます。

今、説明いただきましたけど、幼○中村委員

稚園・保育所・認定こども園に非常に大きな役

割を課しているというふうにお見かけしました

けど、それが果たして幼稚園・保育所・認定こ

、ども園でできるのかなという部分もありますが

またその辺の指導をよろしくお願いしたいと思

います。

それから、教職員課の18ページ、服務規律に

ついてでありますが、中で18の提言があったと

いう話をされましたが、18の提言というのはど

のような提言ですか。

宮崎市の教育委員会で18の○谷村教職員課長

提言ということですが、ジャンル別に言います

と、３つの大きな区切りがございます。まず、

交通違反撲滅のための提言というのが大きく１

つ、それから規範意識高揚のための提言という

のが１つあります。それから３つ目が、体罰撲

滅のための提言という３つの大きなジャンルが

あるんですが、その中で小さく言いますと、例

えば、交通違反撲滅のための提言につきまして

は、宮崎○○の日を設定する、例えば、交通安

全の日とかそういうのを設定しましょうと、あ

るいは標語を職員につくらせるとか、そういう

のが18ずっとあるんですが、資料出しましょう

か。

そうですね。○中村委員

これ、説明していくと大変○谷村教職員課長

だと思いますので……。

。○中村委員 後でまた見せていただきましょう

そうさせていただきます。○谷村教職員課長

今の教職員の服務規律に係る○外山三博委員

説明を先ほどお聞きしまして、先生たちの不祥

事が非常に起こっておる。私は私なりに何でか

なということで考えてきました。きょうの説明

は、服務規律を遵守しましょうということです

よね。しかし、私は、この服務規律を遵守する

前の段階が非常に大事だし、そのことを触れな

いことにはこういう不祥事が起こってこないこ

とにはならないと思うんですが、それは何かと

言えば、先生方の社会性ですね。いわゆる学校

を出て、学校と家を往復だけでほとんど地域の

つき合いをされない。いろんな理由があるで

しょうが、忙しいというようなこともあるで

しょう。しかし、地域とつながって初めて先生

たち、社会性というのが出てくるんですね。こ

こにも先生の方が大分いらっしゃる。教育委員

会に出ると、我々とつき合う中でいろんな泥く

さいこととか社会性、ここの方、みんなお持ち

だと思いますが、定年でやめられた元先生が私

の周辺にも大分おられますけれども、はっきり

言いましてね、何となく常識に欠ける、社会の

。規範がよくわかっていない。頭はいいんですよ

ちょっと言い方に語弊があるかもわかりません

が、そういう方が見受けられます。そういう方

は何が必要かというと、先生になってからずっ

と社会生活する中で、地域社会とのつき合いと

いうか、そういうことによって社会性が身につ

いてくると思うんですよ。そして初めて道徳的

なこと、常識的なことというのが自分のものに

なっていくけど、それがないままに子供の教育

ということだけで追いまくられていくと、大事

、なところが抜けていく。ですから私は、例えば
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、地域のお祭りとか、地域でごみ拾いをするとか

スポーツ大会をやる、いろんなことがあります

よね。ほとんど勤務時間帯は外します。早朝と

か夜ですね、日曜・祭日。そういう場合はでき

るだけ学校行事はやめてでも、地域に入りなさ

いというような指導をしていく必要があると私

は思うんですよ。ほとんどそれがないような気

がする 「学校の行事がある 、あるかどうかわ。 」

からんが 「学校の行事があるから出れません」、

という先生が非常に多いんですね。ですから、

そういうところから先生の資質というかね、総

合的な幅広い常識をつけてもらうところから

入っていかないと、職場で規律を遵守しましょ

うということから入ったんでは、一番人間とし

ての基礎の部分が何か抜けていくような気がす

るんですよ。どうでしょうかね、教育長に

ちょっとお聞きをしたいんですが。

確かに外山委員のおっしゃると○高山教育長

おりでございまして、現在、県教委の方では人

材育成プランを策定しております。この策定プ

ランの中では、本県が求める教職員像はどうい

うものかということで、今、言われましたとお

り、豊かな人間性、幅広い社会性を持った教職

員、あるいはまた、教室のプロとしての専門的

な指導力を持った教職員、さらに教育に対する

熱い情熱といいますか、そういった方たちを育

、成していくために今後、人材育成プランの中で

どういった教師の育成、確保、研修等も含めま

してやっていったらいいのかということで真剣

に今、議論をしているわけでございますけれど

も、そういった中で、研修等を活用しながら、

民間企業等に教員を派遣しながら、そういった

面の研修といいますか、幅広い社会性等を身に

つけさせるような研修等も今後十分考慮しなが

ら、質の高い教職員の育成確保に向けて努力を

していきたいというふうに考えているところで

ございます。以上でございます。

まさに、私が思っておるのと○外山三博委員

同じことを今、教育長、おっしゃいましてね。

どうか、そういう思いでこれからの先生のあり

方ということを考えていってもらえばいいと思

います。

同じく教職員の服務規律について○山口委員

伺います。

18ページの３（２）不祥事再発生防止のため

。の対応策というのがここに５点掲げてあります

３点とか５点とかこれ、言っていること、全部

私も当たっていると思いまして、この教職員と

いうのを生徒という形に置きかえますとね、ま

さに、いじめとか不登校になる理由とほとんど

一緒なんですね。それは、今、外山委員の、地

域社会で一緒に汗をかきましょうということと

は私は別な次元で申し上げますと、逆に、学校

の中にあって、自分のつらさや悩みを打ち明け

る人がいないんではないかと、それは教科同士

での、お互いのクラス同士の切磋琢磨とか、不

登校についての議論はあったとしても、自分の

人生観やあるいは趣味ということについて真摯

に語り合える友達がいないんではないか、いわ

ば、見かけばっかりでという、そんな感じがす

るんですね。表だけのつき合い。ですから、例

えば、忘年会、新年会という宴会だけがお互い

の親密化を図るとは申し上げませんが、もう一

方では、教職員だけでのまとまった何かレクリ

エーションをするとか汗を流すとか、一つの目

標に向かってみんなで職場を離れた感じでのス

トレス解消策というのも考えてあげなきゃなら

ないんではないかという気がします。

名前は挙げませんが、西臼杵あるいは延岡で

起こりました不祥事については、私は、その教
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諭はよく知っています。まさかというのが私の

感じたことなんですが、結局、彼らの悩みを

ぶっつけられることがなかったんだろうと、結

果、思い詰めてそういう行為に走ったのかなと

思っています。それはやっぱり一番下にある教

師としての自覚というところまで行き着くのが

正解ですよ。ですが、そこに行く前で、だれか

が受けとめてあげなきゃいけなかったんじゃな

いかと、ですから、外山委員の言うように地域

で一緒に汗を流すことも必要ですが、もう一方

では、職場の中で、校長から入ってきて１年の

先生まで、みんなで汗を流して笑える、何かそ

。ういう対応策も必要ではないかなと思うんです

学校内における教職員全部が参加して何かやる

というのはあるんですかね。

例えば、入学式が、４月始○谷村教職員課長

、まりますけど、入学式とかあるいは終了式とか

１学期ごとにあります。それから学校行事、例

えば遠足だとかあるいは修学旅行とか、そうい

うものもございますし、あるいは秋になります

、と体育大会とか、そういうのもございますので

それは一緒になってやらないといけないという

ことがあると思います。

先ほど委員がおっしゃいましたように、この

人材育成プランの中で一つ掲げていますのが、

いわゆる学校組織マネージメントというのを

、やっているんですね。それは何かといいますと

もう御存じだと思うんですが、先生方は、小学

校あたりは特に学級王国と言われていますが、

一つの学級に自分のテリトリーがありまして、

そこはなかなかほかの人は入れないというよう

な、そういうことでずっと何十年間育っていく

ということがありますね。それと、中学校あた

りでも教科というのがあります。自分の、例え

ば国語なら国語の教科のテリトリーというのが

あって、なかなかそこはほかの先生が入れない

という部分もあります。今、その現象が、以前

は学校規模が大きかったんで、例えば、中学校

あたりでも３名なり４名の先生が同じ教科でも

おりました。そこには先輩の先生とか中堅とか

若手の先生とかいろいろおりましたけど、今、

学校がどんどん小規模化しております。その教

科の先生も１つの学校で１人しかいないという

ような現状が多いわけですね。そういったとき

に、どういってそういう何というんですか、同

僚性みたいなものを持たせるか、先ほどおっ

しゃいました学校行事みたいな、何か目標に向

かって一緒にやっていこうというような形をつ

くっていこうということで、人材育成プランの

中でも学校組織マネージメントというか、ある

いは目的達成度というような形で、一つの目標

に向かってみんなで頑張ろうやと、そして悩み

は分かち合おうやというようなことでやろうと

いう仕組みを今やっておりますので、そういっ

た形で今後も指導もしていくし、そういうプラ

ンを立てながら育成していくということを考え

ております。以上です。

、○中村委員 関連して。人材育成という面では

大方、今、おっしゃいましたけど、高校あたり

になると、部活でも夜の９時、10時まで一生懸

命取り組んでいらっしゃる。なかなか先生方の

コミュニケーションというのはできない状況が

あるんですね。だから、一概に、学校行事で輪

を広げようとか、地域の中でいろんなものに参

加くださいとかいうのもわかるんですけど、そ

れはできない場合もある。それを考えると、人

材育成という面では、22歳で大学卒業してすぐ

先生になって、そして、そのときから「先生、

先生」ですよ。いわゆる周りが見えないまま先

生ですね。だから、私は、いつも言うように、
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本当に不祥事を起こさないようないい先生方を

つくるためには、その学校の中でいろんなこと

があるが、孤独に耐えないといけない場合もあ

ると思うんですね。部活でも土曜も日曜日もな

い、地域のコミュニケーションにも参加できな

い、そして、家庭も犠牲にされる先生方がたく

さんいらっしゃる。そういうことを考えると、

やはり22歳から新卒をいきなり採用するという

ことが大きな問題だろうと、私は、だから22歳

で卒業して、そして教職を目指す人たちが一応

試験してでも２～３年は好きなところに行って

くださいと、25歳から教員としては採用します

よと、その３年間か４年の間に社会性等いろん

なものを身につけて、それから先生として採用

しても決して遅くはないんじゃないかと、22歳

で採用すること自体がいろんなこと、社会性が

わからなかったりする原因だろうと思うんです

ね。

だから、これは人材育成といった意味では、

宮崎県で最初にどういう方法がいいか知りませ

んが、学校現場に出るのは25～26歳からという

ようなことで、何か考えてみてもらったらどう

かなと思いますけどね。教育長、それは宮崎県

単独ではできないものですか。

確かに、教職員の採用というの○高山教育長

は大変難しい問題でございまして、採用する段

階で今、言われたようなことも含めまして、そ

の人材育成プランの中では今後どういった方向

で採用していくのか、年齢制限のこともありま

すし、あともう一つは、これからの学校は単独

でやっていけるのかということになりますと、

小学校と中学校、あるいはまた中学校と高等学

校の連携ということを考えていきますと、小学

校の先生、小学校の教科だけで大丈夫なのか、

自分が教えた子供が、中学校に行ってどういっ

た学習をしているのか、そういったことを考え

ますと、小学校の先生は、やっぱり中学校の免

許は何か持つべきだと、あと、中学校の先生も

高校でも行って教えられるような教科を持つべ

きだ、何か専門を取った教員を今後採用してい

く必要があるのかなということを含めまして、

いろんな角度から立派な教員といいますか、優

秀な教員を今後採用していくために、研究をし

ている状況でございますので、御理解をいただ

きたいと思います。

私もそのことはまた後ほど意見を○十屋委員

言わしてもらいますが、19ページの全国高校総

体と全中と、それから国体の九州ブロック、こ

れで成績が少しずつ上がっているというのはう

れしいことなんですよね。それぞれの指導者の

方も御努力なされていて頑張っていらっしゃる

ということを認めた上で、中学校から高校に

行ったときの競技種目がここで優秀な成績をお

、さめられている方が高校に入れているのかなと

〔｢そうだ｣と呼ぶ者あり〕結局、中学校で優秀

な生徒はどっかに引っ張られたりとか県外に

行ったりとか、そして、結果として、高校の段

階で一生懸命頑張っているんだけど、人材が流

出してしまっているんじゃないかなという懸念

があるんですが、そのあたりはどうなんでしょ

うか。

中学校の優秀な生徒○坂口スポーツ振興課長

を高等学校に残すということでいろんな努力を

しているわけでございますけれども、若干、県

外に流れる生徒もいるということもこれは事実

でございます。そういった意味で、推薦制度、

スポーツ推薦とかそういうこともとりながら、

それから、中学校の先生方にも県内に残してく

れというようなこと、また、競技団体を通じま

しても、ぜひ、県内に残してほしいということ
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で今、懸命に努力をしているところでございま

す。

それと、今度は優秀な選手の私立○十屋委員

と県立との奪い合い、全国大会に行くレベルの

学校であれば、それ相当の県立に行っても私立

に行っても、いろんな面で親に負担がかかって

くるという側面があって、なかなかどっちがい

いとか悪いとかというのは言いづらいんですけ

れども、要は、できれば、優秀な子たちを取り

合うんじゃなくて、引っ張り合って悩んでいる

子も知っていますけれども、そういう子たちが

何か県立を受け皿として、先ほど言われた推薦

枠の中で指導者も含めて優秀な方を配置してい

ただいて、なお一層また頑張っていただきたい

ということで、これはお願いしておきたいと思

います。

それから、もう一点は、先ほどスポーツに関

して｢チーム宮崎｣という言葉を使われました。

これは今、教職員の服務規律の中でもいろいろ

お話がありますが、私たちもよく中を見てみる

。と、先生同士のコミュニケーションが足らない

いわゆる飲み会も余りされないし、保護者が飲

み会に誘ってもなかなか出ていただけないし、

結局、スポーツで言えばある目的のために、勝

利のためにみんなでチームで固まって頑張る、

その中でお互い苦しいときは苦しい胸のうちを

、話したり、泣いたり、そういう弱みを見せたり

そういうところから一つのチームとしてでき上

がる。学校のをそれに置きかえたときに、そう

いう関係が密な関係ではなくて、何か上辺だけ

の、そういうところで、先ほど先生方が言われ

るように、教職員がだれかに相談する場所がな

かったり、学校経営という言葉を使いますけれ

ども、校長先生とか役職の方との話ができな

かったりとか、そういうところがあると思うの

で、例えば、チーム何々でもいいですけども、

、そういう何か一つ共同作業をするということが

我々もそうですが、大きな目標をね、子供の教

育が第一目標なんだけども、それとは別に、輪

をつくる中でそういう取り組みもぜひ必要かな

と思いますね。皆さん、夏休み研修してこられ

ていますけれども、これは全く個人的な私見で

、すけれども、一般社会でやるように、何ですか

慰安旅行に行くとかね、それは言葉は悪いです

けどね、それぐらいのことをやらないと、まと

まりとしてなかなかみんなが集うというのは難

しいのかなというふうに思っていますので、こ

れは本当に個人的な意見で個人の意見を述べさ

せていただきたいと思います。

それから、このすくすくプランの44ページ、

先ほどから問題になっています幼稚園・保育

所・認定こども園、はっきり申し上げて、認定

。こども園の普及は、なかなか難しいと思います

学校現場サイドの方に言うと、これまた全然別

な議論になりますけれども、それを踏まえてあ

えてお話しさせていただくと、この中で44ペー

ジのところで 「身近な相談支援の場となり関係、

機関との連携を図りましょう」と、この中に子

育てで、ここの場合は何ですか、家庭教育力の

中ですよね、44ページは。そうしたときに、悪

いことすることが前提ではなくて、抑止も含め

て警察関係の部分が抜けているのかなというふ

うに思いました。これは、すべての機関で子供

、を育てましょうという中で、やっぱり防犯とか

例えば子供が今、殺人とかいろいろありますよ

ね。そのためにはやっぱり警察力もかりなきゃ

いけないので、その辺のところはなぜ抜けてい

るのかなと思ったんですけど、何か御意見があ

れば……。

非常にありがたい御指摘○飛田学校政策課長
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をいただいたと思いますので、今、パブリック

コメント等もしておりまして、いろんな書きぶ

りとか内容についても検討いたしております。

それで、今の御意見を踏まえて再度検討したい

と思っております。

いいですか。○外山良治委員長

はい、いいです。○十屋委員

その他……。○外山良治委員長

その他、何でもいいですか。○山口委員

ほかにありませんか。○外山良治委員長

今、議論のありました就学前教育○山口委員

すくすくプランを一つの例にとりますとね、目

標を掲げ、そしてそれに対して県が何を取り組

むのか、また、関連する団体に何を取り組んで

ほしいのかという意味では、非常にすっきりし

たプランだと私は思っています。従来、えてし

て、マスタープランというのは、目標なのか、

理想なのか、だれがどの責任において、どこま

でやるのかというのがよくわからんのがありま

すけれども、そういう意味では、どなたが中心

になって編さんされたのか、プロデュースした

のか知りませんけれども、近年にない 中村―

委員からわかりにくいというのもありましたけ

れども、近年にない、割と洗練された文章かな

と思っております。

一方、議案第２号については、例えば、資料

１のこれだけで議論してくださいは、ちょっと

酷ですよ。それは、私は、個人的には例えば平

成８年、９年ですかの改修した事業費、及び改

修内容等の説明はいただきました。しかし、例

えば、利用者が減少、昭和57年は７万7,865人で、

平成16年はこうなりましたというだけじゃなく

て、利用者数もですが、回数も私らは必要だと

思っているんですね。ですから、そういう意味

で聞かれれば答えますが、聞かれなけりゃ出さ

ないというのは、議案審議についてはちょっと

資料が不足するという気がいたします。

そういう意味では、先ほどから起債の関係ま

で、これはなくてもいいと思いますけれども、

せめて《参考 （１）の施設の概要の中には、施》

設建設年月日とともに、建設費を書いていただ

くとか、あるいは利用状況については、グラフ

でもって過去10年間の表を添付していただくと

、か、そういう資料を十分に準備していただいて

「さあ、この条例について改正をお願いいたし

ます」というのならわかります。決して、私た

ちは、後ろに傍聴者がいるから力んでこのこと

を質問したというわけではありませんが、従来

県が運営したのを廃止するということは、それ

は請願が出ようが出まいが、我々から見たら重

要な議案でありますから、それにふさわしい、

、あるいは審議を容易に進めやすい資料の準備は

今後お願いいたしたいと思います。委員長の方

からよろしく。

スポーツ振興課長にお尋ねします○中村委員

が、総合体育大会等で非常にいい成績を上げて

おりますが、我が都城工業高校も弓道で優勝を

、個人がなしておるということでありますけども

先ほどスポーツ振興課長のお話の中で 「これは、

指導者の熱心な指導によるものであります」と

いうことがありましたね。この指導者のことに

ついてなんですが、指定校の中で指導する先生

がいらっしゃいますよね。指定校になると、何

年そこにおれるのかが一番問題なんですね。10

年ぐらいになると、そろそろ出るんじゃなかろ

うかとか、子供たちを集めるのにも責任が持て

ないからもう集めないでおこうかなとか、いろ

んなことがあるんですよね。だから、その辺の

ことを明確にしておかないと、指定校はずっと

上がっていながら、その変わり目でとーんと落
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ちてしまう。その２～３年が空白になってしま

、うということがあるんですよね。だから、私は

ある程度、指定校の監督さんたちが指導してい

らっしゃる、10年過ぎたな、じゃ、いつごろ異

動をせないかんかというときに、１年前に、そ

の監督と同等のレベルにある人を、本当は３年

ぐらい前ですけど、１年前に入れて、もうそろ

そろですよという自覚をさせないと、上がって

いたのが一回ダウンしてしまう。継続的に上げ

るためには、そういった配慮をちゃんとスポー

ツ振興課と、それからどこになるのかな、異動

関係をするのは……、教職員課、じっくり話し

てですね。もう何回も言うようだけど、そんな

。ふうにしてもらわないと落ちると思うんですね

その辺もひとつしっかりとやっていただきたい

なというふうに思います。難しいだろうけど、

正直言って、どのくらい指定校の先生たちをお

らせる気持ちがありますか。何年……。

何年という数字で申○坂口スポーツ振興課長

し上げにくいんですけれども、今、委員のおっ

しゃいました競技力の安定というのは、私たち

も望んでいることでございますので、そういう

ことも含めまして、教職員課ともども総合的に

検討してまいりたいと考えております。

これは大体来年ですよというよう○中村委員

な内示を出すわけにいかないのかな。準備期間

があるだろうし、その指定校だけですよ。それ

で、新しい先生を派遣しますよというようなの

があった方がいいような気がしますよね。それ

は非常に何年と言いにくいだろうけども、そん

な気がして仕方がないんですがね。どうでしょ

うかね。

競技力向上だけでな○坂口スポーツ振興課長

くて、学校全体としてその先生の役割もござい

ますので、そういうことも含めまして、総合的

に検討してまいりたいと考えているところでご

ざいます。

それから、夏休みの間、延岡の生○中村委員

徒が深夜徘回というとおかしいけど、話して

おって、刺された事件があったのが全然出てい

ませんけれども、今、この中で。１時ぐらいの

時間に女の子供たちが３人、男の子１人ですよ

ね。その深夜徘回しておるということが、加害

者が一番悪いんだけども、そういう時間帯に、

深夜に話し込んでいるということ自体にも家庭

の責任もあるだろうし、そしてまた、学校側で

も、深夜徘回については、例えば、10時までに

帰りましょうねとかいうようなことがあったん

だと思うんだけど、これは非常に加害者だけ

の……。

。○外山良治委員長 済みません。中村委員……

時間……。○中村委員

いえ、違うんですよ。例え○外山良治委員長

ば議案を審議する、終了したら……。

。○中村委員 今、その他じゃなかったんですか

いやいや、その他と思いま○外山良治委員長

。したら、また議案が若干出たもんですから……

いや、そのときその他と……。○中村委員

。○山口委員 いやいや、これはその他のその他

じゃ、その他のその他です○外山良治委員長

ね。じゃ、もう一回確認します。現在はその他

の事項ということでお願いいたします。

ということで、その辺について、○中村委員

どうお考えになっていますか。加害者はもちろ

ん悪いけど、被害者にも一端の責任があると

思っていますが、その辺はどうお考えですか。

非常に難しい大事な視点○飛田学校政策課長

での御指摘だと思います。もちろん、子供たち

がああいう被害に遭ったということ、あるいは

現実にまだ入院をしていらっしゃる子供さんが
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おられること、それから、それによって子供た

ちの心の動揺、そういうことを一番のケア、そ

、れを最大に大事にすべきことであって、例えば

言葉がちょっと適切じゃないかもしれませんけ

ど、そういう時間にあったから被害に遭ったと

いうんじゃなくて、やっぱりその加害者が悪い

ということは事実ですが、そういう一般論とし

ての、それと直接結びつける、結びつけないは

別にして、深夜徘徊だとかあるいはいろんな交

通マナーを大切にするだとか、ルールを大事に

するとかいうことは絶対大事なことだと思って

おります。このことがそれに直接ということ

じゃなくて、それで、実はあの後に、どういう

形で学校へまたいろんなお願いをするのか、非

常に迷ったんですが、校長会をその後、中学校

校長、高校の校長集まっていただいて、それは

本当に事件に対しては、子供の心のケアとかあ

るいは後の学校に気持ちよく来れるようにとか

いうことを一番大切にしてくださいと。ただ、

それはそれ、やっぱりそういう子供たちの行動

等については、常日頃からまた再度指導をお願

いしたいということを強くお願いしたところで

ございました。以上でございます。

ほかにありませんか。○外山良治委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

、○外山良治委員長 ないようでございますので

それでは、請願の審査に移ります。請願第27号

について執行部からの説明はありますか。

その前に、先ほどの償還に○米良文化財課長

ついて若干説明させていただいてよろしいで

しょうか。

はい。○外山良治委員長

先ほど山口委員の方からあ○米良文化財課長

りました起債の使用の問題でございますけれど

も、現在確認しまして、起債台帳には登載がご

ざいません。

、ただ、仮に、起債があったといたしましても

昭和46年時点の起債は、償還期間が最長25年で

ございまして、この文化ホールは19年３月で36

年になりますので、適用がないということにな

ります。

それから、請願につきましてよろしいでしょ

うか。

この県民文化ホールの廃止案上程に至る経緯

につきましては、先ほど議案第２号で説明をい

たしましたとおりでございます。利用者の意見

聴取等、平成元年からの流れの中での慎重な検

討を行ったところでございます。

なお、県民文化ホールの機能と役割につきま

しては、県立芸術劇場に引き継いでおり、今後

とも増大が見込まれます維持補修費や管理費を

負担しながら利用者の安全を確保して、適切な

運営を継続することは困難であると考えており

ます。以上でございます。

執行部の説明は終わりまし○外山良治委員長

たが、質疑はありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようでありますから、○外山良治委員長

それでは、以上をもって教育委員会を終了いた

します。

。執行部の皆様には御苦労さまでございました

暫時休憩いたします。

午後２時47分休憩

午後２時55分再開

それでは、委員会を再開い○外山良治委員長

たします。

当委員会に付託されました議案等について、

、局長並びに関係課長の説明を求めます。ただし

議案第12号につきましては、閉会中９月28日か
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ら審査を予定しておりますので、今定例会では

、継続審査とすることになりましたので、本日は

簡単に説明のみをお願いいたします。なお、委

員の質疑は執行部の説明がすべて終了した後に

お願いいたします。また、議案第12号にかかわ

る質疑は、特に今回行う必要があるものに限っ

ていただきますようお願いいたします。

それでは、説明に入ります前○日髙企業局長

に、先日の台風13号襲来時の企業局の対応状況

等について、簡単に御報告をさせていただきま

す。

台風13号の接近によりまして、県内全域に暴

風警報や大雨洪水警報が発令される等、企業局

施設に災害が発生するおそれがございましたの

で、17日（日曜日）午前９時に企業対策室を設

置いたしまして、企業局が管理をいたしており

ますダム、各発電所、それから北部管理事務所

に職員を配置し対応に当たったところでござい

ます。その結果、幸いにいたしまして、企業局

の各施設につきましては、今回、特に被害はな

かったところでございます。それでは、説明に

入らせていただきます。

本日は、提出議案が１件、その他報告事項が

１件でございます。お手元に配付をいたしてお

ります文教警察企業常任委員会資料というのが

ございますが、これで説明をさせていただきた

いと思います。

目次を開いていただきたいと思いますが、提

出議案は、議案第12号｢平成17年度公営企業会計

決算の認定について」の１件でございます。ま

た、その他の報告事項といたしまして、｢北部管

理事務所の災害復旧状況について」というのが

１件ございます。

まず、議案第12号の｢平成17年度公営企業会計

決算の認定について」でございますが、これは

地方公営企業法第30条第４項の規定によりまし

、て、平成17年度宮崎県公営企業会計の電気事業

工業用水道事業、地域振興事業の決算につきま

して、認定をお願いするものでございます。本

議案につきましては、議会終了後に予定されて

おります本委員会におきまして御審議をいただ

くということでございますので、本日は、決算

の概要といたしまして、事業実績と収支の状況

について御説明をさせていただきたいと思いま

す。

資料の１ページをごらんいただきたいと思い

ます。まず、電気事業会計についてでございま

す （１）に事業実績というのがございますが、。

表に書いてございますように、17年度の年間供

給電力量の実績、これ （Ｂ）のところでござい、

ますけれども、３億3,328万キロワットアワーと

いうことになりまして、その右にございます目

標に対します達成率で64.1％、前年度対比

、で55.8％というふうになっております。これは

年間の降雨量が少なかったことによるものでご

ざいます。なお、降雨量がどのくらい少なかっ

たかと申しますと、ここにはちょっと記載して

ございませんが、平年比で81％の降雨量でござ

いまして、しかも、降雨量の大半は９月に集中

をしておるということで、９月分を除いた降雨

量が平年比の55％ということでございました。

また、その下の段の17年度の電力料金収入の実

績でございますが、47億4,033万円となりまして、

達成率で96.2％、前年度対比で94.7％というふ

うになっております。なお、先ほど申し上げま

したように、供給電力量の達成率が64.1％で、

電力料金収入の達成率が96.2％というふうに、

電力料金収入の達成率の割合が高くなっておる

わけでございますが、これは安定した料金収入

を得ることができるように、電力料金の料金体
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系が約９割を基本料金として、発電の有無にか

かわらずに受け取ることができる二部料金制度

。というような形になっているからでございます

次に、その下の枠の（２）の決算額でござい

、ます。17年度の事業収益が52億4,408万7,000円

その下の事業費が45億1,195万2,000円というふ

うになっております。その結果、純利益が７

億3,213万5,000円と、ほぼ前年度並みの利益を

確保いたしております。これは降雨量が少な

かったことによりまして発電量が減少し、電力

料金収入は、ここに書いてございませんけれど

も、前年度よりも２億6,000万円ほど減少したわ

けでありますが、前年度比較の欄に書いてあり

ますように、事業収益全体といたしましては、

１億2,000万円余りの減少ということになったと

、ころでございます。これは資金の効率的な運用

それから遊休資産の売却がございまして、これ

によって事業費が１億2,000万円余りの減少にと

どまったところでございます。それともう一つ

は、人件費などの費用削減に努めた結果でござ

います。

それから、２ページをごらんいただきたいと

思います。工業用水道事業会計についてでござ

います。

（１）の事業実績でございますが、基本使用

水量の実績が（Ｂ）の欄でありますが、4,538

万8,000立米で、その右の達成率、それから前年

度対比はともに99.7％、それから、２段目にご

ざいます常時使用水量が1,477万3,000立米で、

達成率で107.1％、前年度対比で102.5％という

ふうになったところでございます。これは主な

増減理由のところにちょっと書いてございます

が、日向製錬所や旭化成の常時使用水量の増加

によるものでございます。また、給水料金収入

、は、実績が３億3,761万9,000円でございまして

達成率で101.1％、前年度対比で100.3％となっ

たところでございます。

それから （２）の決算額でございますが、事、

業収益が４億5,221万1,000円、事業費が４

億7,648万9,000円ということになりまして、そ

の結果、純損失が2,427万8,000円となっており

ます。これは、給水実績は前年度をわずかに上

回る実績でございましたが、昨年９月の台風14

号によりまして、日向市東郷町にございます施

設が冠水いたしましたために、復旧費に多大な

経費を要しまして、昭和51年以来29年ぶりに赤

、字という形になったところでございます。なお

平成17年度末の累積欠損金は、下の方の（参

考）の表のところにございますように、4,302

万9,000円というふうになっております。

それから、次は３ページをごらんいただきた

。いと思います。地域振興事業会計でございます

まず （１）の事業実績でありますが、ゴルフ、

コース利用者の実績は、３万5,951人となりまし

て、目標に対する達成率で92.2％でございまし

たが、前年度対比では103.0％と、人数にいたし

ますと、約1,000名ぐらいの増ということになっ

たところでございます。これは乗用カートの導

入、それから主催コンペの充実など、利用者確

保に向けた取り組みなどによるものでございま

す。使用料金収入は、9,365万円で、達成率

が85.4％、前年度対比で98.8％というふうに

なっております。対前年比で利用者がふえて、

利用料金が若干減少しておりますが、これは、

単価の低い高齢者の利用者がふえたということ

によるものでございます。

それから、その下の（２）の決算額でござい

ますが、17年度の事業収益が１億24万5,000円、

事業費が9,143万2,000円で、その結果、881

万3,000円の純利益となっております。これは先
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ほど申しました利用者確保の取り組みによりま

して、使用料金収入がわずかな減少にとどまっ

たことや、施設の管理運営委託費とか減価償却

費の減少によりまして、事業費が減少したこと

によるものでございます。なお、17年度末の累

積欠損金は、下の方の参考のところに書いてあ

りますが、5,001万2,000円というふうになって

おります。また、一番下の表にございます過去

５カ年間の利用者数の推移で見ますと、65歳以

上の利用者、それから女性の利用者がふえてい

るという傾向にございます。議案第12号につき

ましては、以上でございます。

続きまして、その他の報告事項といたしまし

て、北部管理事務所の災害復旧状況についてで

ございますが、これについては、工務課長の方

から説明をさせていただきますので、よろしく

お願いをいたします。

私からは以上でございます。よろしくお願い

いたします。

続きまして、北部管理事務所○桑畑工務課長

の災害復旧状況について御説明いたします。

まず、最後のページですけれども、資料の6

ページをお開きください。上の写真であります

が、平成17年台風14号で耳川がはんらんし、日

向市東郷町にある北部管理事務所の工業用水道

施設が全面水没いたしました。そのときの被災

状況写真であります。避難いたしました職員が

宿舎より撮影したものです。

写真右上の事務所の２階部分を残して完全に

水没しているのが御確認いただけるかと思いま

す。

下の写真は、北部管理事務所全体の航空写真

であります。左の方に耳川が流れております。

通常は、青い矢印で示しておりますとおり、左

側の耳川より沈砂池に取水して、ポンプ室内の

ポンプでくみ上げてユーザーへ送水しておりま

す。このポンプ室等のポンプが水没により送水

不能となりました。

次に、災害復旧状況について御説明申し上げ

ます。資料の４ページをお開きください。この

表は、復旧工事の主なものをまとめたものでご

ざいます。上の欄は17年度完了いたしました緊

急復旧工事でございます。細島臨海工業地帯

ユーザーへの送水機能が不能となったために、

その応急措置を行ったものでございます。その

、うち①のポンプ設置及び撤去工事につきまして

その状況を５ページの上段に載せております。

この工事は、ポンプ室のポンプが送水不能と

なったために、場内にある沈砂池に水中ポンプ

を設置して、青色のホースを使って沈殿池へ送

水を行ったものでございます。

次に、再度４ページをごらんください。この

表の下の欄は、今年度に完了する工事でござい

ます。これは、昨年の台風14号に匹敵する出水

にも対応できる対策を施した本復旧工事でござ

います。そのうち、③の電気室建設工事につき

ましては、その状況を５ページの下段に載せて

おります。この工事は、工業用水道施設の心臓

部とも言えるポンプ制御装置や受電設備等が水

没しないように、新たに２階建ての電気室を建

設したものでございます。この電気室は、事務

室とポンプ室の間に位置しておりまして、場内

が冠水しても、職員が移動できるように２階部

分を渡り廊下でつないでおります。一連の主た

る工事につきましては、今月末に完成する予定

となっております。また、９月28日に現地調査

をお願いしておりますので、電気機械設備等の

詳細につきましては、現地にて御説明させてい

ただきたいと思います。今後とも、施設の円滑

な運用を行い、工業用水の安定供給に努めてま
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いりたいと存じます。以上でございます。

執行部の説明が終了しまし○外山良治委員長

た。まず、議案第12号についての質疑を受けた

いと思います。

なお、先ほども申し上げましたが、議案第12

号については、継続審査が決定しておりますの

で、特に今回行う必要があるもののみをお願い

いたします。

議案についての質疑はありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

次に、その他の報告事項に○外山良治委員長

ついて質疑はありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

。○外山良治委員長 その他、何かありませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって企○外山良治委員長

業局を終了いたします。

執行部の皆さん、本当に御苦労さまでござい

ました。

暫時休憩をいたします。

午後３時11分休憩

午後３時13分再開

委員会を再開いたします。○外山良治委員長

まず、採決についてでありますが、申し合わ

せにより、委員会審査の最終日に行うことに

なっておりますので、22日の13時00分に採決を

行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、22日の委員会○外山良治委員長

は13時00分と決定いたします。

その他何かありませんでしょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上で本日の委○外山良治委員長

員会を終了いたします。御苦労さまでございま

した。

午後３時13分散会
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平成18年９月22日（金曜日）

午後１時２分開会

出席委員（８人）

委 員 長 外 山 良 治

副 委 員 長 湯 浅 一 弘

委 員 松 井 繁 夫

委 員 外 山 三 博

委 員 中 村 幸 一

委 員 蓬 原 正 三

委 員 十 屋 幸 平

委 員 山 口 哲 雄

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

政策調査課主査 千知岩 義 広

議事課主任主事 大 野 誠 一

委員会を再開いたします。○外山良治委員長

まず最初に、この際山口委員より議案第２号

。及び第４号に対し修正案が提出されております

山口委員から趣旨の説明を求めます。

議案の採決に入ります前に、私ど○山口委員

もの会派として、修正案を提出いたしたいと思

いますので、今、お手元に資料を配付し、私の

方で口頭で説明をさせていただきます。

要は、議案第２号及び第４号に係る宮崎県総

合博物館横にあります県民文化ホールのことに

ついてであります。議案では、４月１日よりこ

れを廃止となっております。ですから、普通の

暦で考えますと、４月１日以降使用を停止し、

中を整理して、その後取り壊しということにな

るのかと思います。質疑の中で取り壊した後の

使用方法はと聞きますと、駐車場ということで

ありますから、急に差し迫った計画があるわけ

ではありません。

また、いま一つは、10年ほど前に約４億円を

入れてそれぞれ手入れをしてきました。築後35

年建ったとはいえ、学校で言う危険校舎的、今

すぐにでも取り壊さなければならないという建

築状況でもありません。

そして、いま一つは、これまた当局の答弁で

ありましたように、宮崎県立芸術劇場を初めと

、する宮崎市等の公営のホール等につきましては

その受け付け期間が１年前からということに

なっておりまして、いわば、これは条例の施行

されます４月１日から10月までの半年間は他の

ホールは既にもう予約で埋まっているわけです

ね。ですから、従来、ここを利用してきた方々

というのは、年間の行事予定を他のホールに差

し向けようとしても、既に埋まってしまってい

、るという状況でありますので、できますならば

４月１日施行を10月1日施行に延ばしていただき

まして、その間にそれぞれの利用者は向こう１

年間の計画を練り直していただきたいというこ

とで第２号及び第４号の修正案を 第２号、―

第４号の附則、この条例は平成19年４月１日か

ら施行するという部分のうち、第２号、第４号

の、県民文化ホールにかかわる分だけを10月１

日から施行するということに修正をしていただ

けないかと思って提案を申し上げる次第です。

以上です。

以上で説明は終わりました○外山良治委員長

ので、これより質疑を行います。質疑のある方

の挙手をお願いします。

今、山口委員のおっしゃった○外山三博委員

趣旨はよくわかりますが、執行部が提案された

条例に関して、議会の方から条例を修正をする
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という申し入れができるのかどうか、そこのと

ころがどうなんでしょうね。これ、出された条

例は可決か否決しかないと思うんですよね。そ

して、新たに出し直させるかというふうに私は

思うんですが、そこらのところ、ちょっと調べ

てみられましたか。

おっしゃるように、提案されたも○山口委員

のについては、可決か否決しかないと思います

が、ここで修正案を提案し、皆さん方から否決

されれば、原案についての賛否を問うしかない

と思いますが、修正案を提案し、皆さん方の方

で修正案を受け入れるということができれば、

改めてそれについての可決、否決になるのでは

ないかと思っております。

ほかにありませんか。○外山良治委員長

休憩をお願いできますか。○山口委員

はい、休憩をいたします。○外山良治委員長

午後１時７分休憩

午後１時19分再開

委員会を再開いたします。○外山良治委員長

ほかに質疑はありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、議案第２号及び○外山良治委員長

第４号を修正する点については、質疑を終了い

たしました。

修正案に対していかがいたしましょうか。

採決をとっていただけますか。○山口委員

採決ということが今、出ま○外山良治委員長

したが……。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

では、採決をいたします。○外山良治委員長

継続はございませんね。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

採択という方の挙手をお願○外山良治委員長

いいたします。

〔賛成者挙手〕

挙手少数でございます。○外山良治委員長

よって、修正案は否決をされました。

それでは、まず、継続審査となりました議案

第12号以外の議案について採決を行います。

議案の採決につきましては、議案ごとがよろ

しいでしょうか、それとも一括がよろしいで

しょうか。

議案第２号及び第４号についての○山口委員

修正案を出した手前、第２号、第４号以外につ

いては一括でかまいませんが、これについては

分離での採決をとってください。

それでは、議案ごとに採決○外山良治委員長

いたします。

議案第２号について、原案のとおり可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

挙手多数と認めます。よっ○外山良治委員長

て第２号については、原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。

、○外山良治委員長 次に、議案第４号について

原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を

お願いいたします。

〔賛成者挙手〕

挙手多数と認めます。よっ○外山良治委員長

て、議案第４号については、原案のとおり可決

すべきものと決定をいたしました。

次に、議案第６号について、原案のとおり可

決することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

全会一致であります。よっ○外山良治委員長

て、議案第６号については、原案のとおり可決

すべきものと決定をいたしました。

次に、請願の取り扱いについてであります。
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請願第27号「県民文化ホール廃止の延期につい

て」であります。請願第27号の取り扱いはいか

がいたしましょうか。

請願第27号について、継続審査とすることに

賛成の方の挙手を求めます。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

挙手なし、よって、請願○外山良治委員長

第27号については、継続審査とすることは否決

されました。

請願第27号について、採択すべきものとする

ことに賛成の方の挙手をお願いいたします。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

挙手なし。よって、請願○外山良治委員長

。第27号については、不採択と決定いたしました

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。

継続審査となりました議案第12号のほか「教

育及び警察行政の推進並びに公営企業の経営に

関する調査」につきましては、引き続き、閉会

中の継続調査といたしたいと思いますが、御異

議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議ありませんので、こ○外山良治委員長

の旨議長に申し出ることといたします。

次に、委員長報告骨子（案）についてであり

ます。委員長報告の項目として、特に御要望等

はありませんか。

私は、自転車のことについて、こ○蓬原委員

の前ちょっと質問いたしましたけど、自転車で

道路を走行する上での道路構造等の安全確保に

十分尽くすよう御配慮いただきたいと……。

パーキングメーターの要望をした○十屋委員

ので、他の駐車場もありますが、ほかのところ

もいっぱいなので、時間の延長を検討いただき

たい。

シルバーゾーンの意見、事情○外山三博委員

聴取、この前しました。その後、担当からいろ

いろ話を聞いてみますとね、県内で今、６カ所

指定がしてあって、シルバーゾーンというマー

クもある。ところが、全然どこが指定してある

かわからない。この目的は、高齢者の犯罪が多

い、高齢者の交通事故が多い、それからそれに

関する施設が多いところを認定して、ある広い

地域をしてあるようなんですよ。しかし、その

ことを私も知らないし、周辺の方もほとんど知

らない。せっかく指定してあるんですから、周

知徹底というか、ＰＲを積極的に行うようにと

いう文言をシルバーゾーンに関して、どこか入

れてもらったらありがたいなと思います。

ほかにありませんか。○外山良治委員長

今、委員からそれぞれ出されました、自転車

の安全確保という視点から、道路構造というも

のをそういうふうに安全確保を図っていただき

たいというのが第１点。パーキングメーターの

時間延長等について考えるべきではないかとい

うのが第２点。それから、シルバーゾーンの表

示という点について、何がしかの工夫が必要で

はないのかと、こういった３点が……。

指定をされたシルバーゾーン○外山三博委員

というもののＰＲ、周知徹底を図ってもらいた

い。それ、全然してない……。

わかりました。シルバー○外山良治委員長

ゾーンの周知徹底を図れという要望、３点を委

員長報告に盛り込んでいただきたいという要望

がありましたが、この点について委員長報告に

記述することに対して御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

、○外山良治委員長 全会一致で３点については

委員長報告に盛り込むということで委員より一

致した意見が出されました。
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ほかについて……。

確認のために申し添えておきます○山口委員

が、議案第２号及び第４号についての修正案を

出し、結果、否決をされましたので、議案第２

号及び第４号について私は反対をいたしました

が、あくまで、それはこの議案中、県民文化

ホールにかかわるものだけについてであります

ので、誤解のなきよう確認しておきます。西高

附属中学校のことは賛成であります。

十分わかりました。○外山良治委員長

ほかについて正副委員長に御一任いただくこ

とで御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいた○外山良治委員長

したいと思います。

暫時休憩をいたします。

午後１時34分休憩

午後１時34分再開

再開いたします。○外山良治委員長

。次に、閉会中常任委員会についてであります

年度当初の委員会で日程のみ11月７日と決めて

おりましたが、11月７日で御異議ございません

か。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいた○外山良治委員長

します。

そのほか、何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

以上で委員会を終了いたし○外山良治委員長

ます。

次の委員会は、閉会の翌日、９月28日（木曜

日）からでございます。公営企業会計決算審査

を行いますので、よろしくお願いいたします。

委員の皆さん、本当にお疲れさまでございま

した。

午後１時35分閉会




